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第第１１部部  総総  則則  

 

 第１節 計画作成の趣旨  

 

１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号、以下「災対法」という。）及び原子力災害対

策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号、以下｢原災法｣という。）に基づき、原子力事業者である東京電

力株式会社        （以下「原子力事業者」という。）が設置する柏崎刈羽原子力発電所（以下

「発電所」という。）から、放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されること及び放射性

物質の事業所外運搬中において、放射性物質又は放射線が輸送容器外へ異常な水準で放出されることに

よる原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害からの復旧を図るために必要な対策について、上

越市や新潟県、関係市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関及

び原子力事業者がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって市

民等の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする。 

 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第１１部部  総総  則則  

 

 第１節 計画作成の趣旨  

 

１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号、以下「災対法」という。）及び原子力災害対

策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号、以下｢原災法｣という。）に基づき、原子力事業者である東京電

力ホールディングス株式会社（以下「原子力事業者」という。）が設置する柏崎刈羽原子力発電所（以下

「発電所」という。）から、放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されること及び放射性

物質の事業所外運搬中において、放射性物質又は放射線が輸送容器外へ異常な水準で放出されることに

よる原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害からの復旧を図るために必要な対策について、上

越市や新潟県、関係市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関及

び原子力事業者がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって市

民等の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする。 

 

２～４ （略） 
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 第２節 計画の基礎とするべき災害の想定  

 

１ 災害の想定 

原子力災害対策を実施すべき地域における原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態は過酷

事故を想定し、原子力災害対策指針に基づき、以下のとおりとする。 

⑴ 原子炉施設で想定される放射性物質の放出形態 

原子炉施設においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、これらの防護壁が機能しない場

合は、放射性物質が周辺環境に放出される。その際、大気へ放出の可能性がある放射性物質としては、

気体状のクリプトンやキセノン等の放射性希ガス、揮発性の放射性ヨウ素、気体中に浮遊する微粒子

（エアロゾル）等がある。これらは、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」

という。）となり、移動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方

向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長期間留ま

る可能性が高い。さらに、土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散

や流出には特別な留意が必要である。 

実際、平成23年3月に発生した東京電力株式会社            福島第一原子力発電所事

故においては、格納容器の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した水素の爆発による原子

炉建屋の損傷等の結果、放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また、炉心

冷却に用いた冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。したがって、事故による放出形態

は必ずしも単一的なものではなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。 

 

⑵ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節 計画の基礎とするべき災害の想定  

 

１ 災害の想定 

原子力災害対策を実施すべき地域における原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態は過酷

事故を想定し、原子力災害対策指針に基づき、以下のとおりとする。 

⑴ 原子炉施設で想定される放射性物質の放出形態 

原子炉施設においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、これらの防護壁が機能しない場

合は、放射性物質が周辺環境に放出される。その際、大気へ放出の可能性がある放射性物質としては、

気体状のクリプトンやキセノン等の放射性希ガス、揮発性の放射性ヨウ素、気体中に浮遊する微粒子

（エアロゾル）等がある。これらは、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」

という。）となり、移動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方

向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長期間留ま

る可能性が高い。さらに、土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散

や流出には特別な留意が必要である。 

実際、平成23年3月に発生した東京電力ホールディングス株式会社株式会社福島第一原子力発電所事

故においては、格納容器の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した水素の爆発による原子

炉建屋の損傷等の結果、放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また、炉心

冷却に用いた冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。したがって、事故による放出形態

は必ずしも単一的なものではなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。 
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県計画を踏ま

えた修正（名

称の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 第３節 原子力災害対策を実施すべき地域の範囲  

 

１ （略） 

 

２ 原子力災害対策を実施すべき地域の範囲の区分 

新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）では、下表のとおり区域等を区分している。 

なお、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域（以下「重点区域」という。）については、即時避難

区域（ＰＡＺ）及び避難準備区域（ＵＰＺ）としている。 

 

区域・地域名 
発電所からの距離 

（目安） 
基本の対応 

即時避難区域 

【ＰＡＺ：Precautionary 

Action Zone】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

 第３節 原子力災害対策を実施すべき地域の範囲  

 

１ （略） 

 

２ 原子力災害対策を実施すべき地域の範囲の区分 

新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）では、下表のとおり区域等を区分している。 

なお、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域（以下「重点区域」という。）については、即時避難

区域（ＰＡＺ）及び避難準備区域（ＵＰＺ）としている。 

 

区域・地域名 
発電所からの距離 

（目安） 
基本の対応 

即時避難区域 

【ＰＡＺ：Precautionary 

Action Zone】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

子力災害対策

指針の改正の

反映 （原災指

針の改正によ

り、ＰＰＡの

範囲とＰＰＡ

における防護

措置を検討す

る旨が削除さ

れ、必要に応

じてＵＰＺ同

様に対応する

こととされた

ことから、Ｐ

ＰＡと放射線

線量監視地域

を一本化し、

距離によらず

状況に応じて

防護対策を実

施する旨を記

述。 

ＰＰＡと放射

線量監視地域

の相違点であ

る屋内退避計

画策定につい

ては、地域の

実情に応じて

策定する旨を

記述。 

名称は、現
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避難準備区域 

【 Ｕ Ｐ Ｚ ： Urgent 

Protective action 

Planning Zone】 

半径おおむね 5～30 キ

ロメートル圏 

 事故の不確実性や急速な進展の可能性等

を踏まえ、防災対策を実施する。 

空間放射線量率や環境試料中の放射性物

質の濃度等の原則計測可能な値で表される

運用上の介入レベル※2 （以下「ＯＩＬ」

という。）の考え方や（追加）        

      環境放射線モニタリング（追

加）             の結果のほ

か、事故の状況、気象条件、大気中の放射性

物質の濃度や線量率の予測結果により、屋内

退避や避難の準備を進める区域とし、緊急時

モニタリングの結果、発電所の状況、より発

電所に近い地域の放射線量、風向き等の気象

状況等に基づき必要な場合は、屋内退避又は

半径おおむね 30 キロメートル圏外への避難

及び安定ヨウ素剤の服用をできる限り速や

かに実施する。 

屋内退避計画地域 

【 Ｐ Ｐ Ａ ： Plume 

Protection Planning Area】 

半径おおむね 30～50 キ

ロメートル圏 

プルーム通過時の被ばくを避けるための

防護措置として、屋内退避や、安定ヨウ素剤

の備蓄等の計画をあらかじめ策定する地域 

                   

とし、環境放射線モニタリングの結果のほ

か、事故の状況、気象条件、大気中の放射性

物質の濃度や線量率の予測結果（追加）   

      により、必要に応じて、屋内退

避や（追加）安定ヨウ素剤の服用（追加）   

      を実施する。 

なお、屋内退避計画地域（ＰＰＡ）におい

ても、緊急時モニタリングの結果等から避難

の対応が必要な場合には、避難準備区域（Ｕ

ＰＺ）と同様の対応を実施する。 
 

避難準備区域 

【 Ｕ Ｐ Ｚ ： Urgent 

Protective action 

Planning Zone】 

半径おおむね5～30キロ

メートル圏 

 事故の不確実性や急速な進展の可能性等

を踏まえ、防災対策を実施する。 

空間放射線量率や環境試料中の放射性物

質の濃度等の原則計測可能な値で表される

運用上の介入レベル（削除）（以下「ＯＩＬ」

という。）の考え方や施設敷地緊急事態発生

後に実施する環境放射線モニタリング（以下

「緊急時モニタリング」という）の結果のほ

か、事故の状況、気象条件、大気中の放射性

物質の濃度や線量率の予測結果により、（削

除） 避難の準備を進める区域とし、緊急時

モニタリングの結果、発電所の状況、より発

電所に近い地域の放射線量、風向き等の気象

状況等に基づき必要な場合は、屋内退避又は

半径おおむね 30 キロメートル圏外への避難

及び安定ヨウ素剤の服用をできる限り速や

かに実施する。 

放射線量監視地域（ＵＰＺ

外） 

 

ＵＰＺの外の地域 

 

プルーム通過時の被ばくを避けるための

防護措置として、あらかじめ安定ヨウ素剤の

備蓄の計画を策定するとともに地域の実情

に応じて屋内退避計画を策定する地域  

とし、緊急時モニタリング  の結果のほ

か、事故の状況、気象条件、大気中の放射性

物質の濃度や線量率の予測結果、飲食物の汚

染状況調査等により、必要に応じて、屋内退

避や避難、 安定ヨウ素剤の服用や、飲食物

の摂取制限等を実施する。 

（削除） 

 

行計画のＰＰ

Ａ外の名称で

ある「放射線

量 監 視 地 域

（ＵＰＺ外）」

とする。）） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理 ） 

県計画を踏ま

えた修正（Ｕ

ＰＺにおける

屋内退避は全

面 緊 急 事 態

（放出前）で

実施するため

削除） 
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修正前 修正案 修正理由 

 

区域・地域名 
発電所からの距離 

（目安） 
基本の対応 

放射線量監視地域 県内全域  安定ヨウ素剤の備蓄などの計画をあらか

じめ策定する地域とする。 

 また、広域的な環境放射線モニタリングを

実施するほか、必要に応じて、飲食物の汚染

状況調査等を行い、その結果に基づき、外出

自粛や飲食物の摂取制限を実施する。 

 なお、放射線量監視地域においても、緊急

時モニタリングの結果等から避難や屋内退

避の対応が必要な場合には、避難準備区域

（ＵＰＺ）又は屋内退避計画地域（ＰＰＡ）

と同様の対応を実施する。 

 

※1 原子力発電所の状態等に基づく緊急事態判断基準の設定は、原子力規制委員会が示すＥＡＬの枠組

みに基づき原子炉の特性及び立地地域の状況に応じ、原子力事業者が行う。 

※2 運用上の介入レベルは今後、国等における検討状況を踏まえ、具体に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域・地域名 
発電所からの距離 

（目安） 
基本の対応 

（削除） （削除）  （削除） 

 

※1 原子力発電所の状態等に基づく緊急事態判断基準の設定は、原子力規制委員会が示すＥＡＬの枠組

みに基づき原子炉の特性及び立地地域の状況に応じ、原子力事業者が行う。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映（運用上

の介入レベル

が制定された

ため削除）） 
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修正前 修正案 修正理由 

３ 上越市における原子力災害対策を実施すべき地域の範囲 

本市における原子力災害対策を実施すべき地域の範囲は下表のとおりとする。 

 

ＵＰＺ 

(避難準備区域) 

・柿崎区：全域 

・吉川区：全域 

・浦川原区：小麦平町内会 

・大島区：板山町内会、田麦町内会、竹平町内会、藤尾町内会 

・大潟区：雁子浜町内会、内雁子町内会 

ＰＰＡ 

（屋内退避計画地域） 

・上記を除く全市域 

 ※ 住民の安全確保に万全を期するため、上記を除く全市域をＰＰＡ（屋

内退避計画地域）とする。 
 

３ 上越市における原子力災害対策を実施すべき地域の範囲 

本市における原子力災害対策を実施すべき地域の範囲は下表のとおりとする。 

 

ＵＰＺ 

(避難準備区域) 

・柿崎区：全域 

・吉川区：全域 

・浦川原区：小麦平町内会 

・大島区：板山町内会、田麦町内会、竹平町内会、藤尾町内会 

・大潟区：雁子浜町内会、内雁子町内会 

放射線量監視地域（Ｕ

ＰＺ外） 

・上記を除く全市域 

 ※ 必要に応じてＵＰＺ（避難準備区域）と同様に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針の改正

の反映） 
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修正前 修正案 修正理由 

 

【原子力災害対策を実施すべき地域の範囲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子力災害対策を実施すべき地域の範囲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

5 ㎞ 

30 ㎞ 

約 70 ㎞ 

避難準備区域（ＵＰＺ） 

 

放射線量監視地域（ＵＰＺ外） 

 

 
避難準備区域（ＵＰＺ） 

 

屋内退避計画地域（ＰＰＡ） 

 

 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

5 ㎞ 

30 ㎞ 

約 70 ㎞ 
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修正前 修正案 修正理由 

 第４節 発電所の状態に基づく緊急事態区分  

  

１ 発電所の状態に基づく緊急事態区分 

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態を把握し、発電所の状況や当該施設からの

距離等に応じ、防護措置の準備や実施等を適切に進めることが重要である。 

このような対応を実現するため、以下のとおり発電所の状況に応じて、緊急事態を下表のとおり区分

する。 

 

⑴ 警戒事態 

   その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、発電所における異

常気象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、（追加）                   

                緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又

はそのおそれがある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）の準備、施設敷地緊

急事態要避難者（避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高ま

らない要配慮者等（高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」とい

う。））、安定ヨウ素剤を事前に配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設

敷地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者をいう。以下同じ。）の避難等の防護

措置の準備を開始する必要がある段階 

⑵ 施設敷地緊急事態 

   発電所において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため、発電所周辺

において緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階 

⑶ 全面緊急事態 

発電所において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、確定的影響

を回避し、確率的影響のリスクを低減する観点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４節 発電所の状態に基づく緊急事態区分  

 

１ 発電所の状態に基づく緊急事態区分 

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態を把握し、発電所の状況や当該施設からの

距離等に応じ、防護措置の準備や実施等を適切に進めることが重要である。 

このような対応を実現するため、以下のとおり発電所の状況に応じて、緊急事態を下記のとおり区分

する。 

 

⑴ 警戒事態 

   その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、発電所における異

常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、原子力規制庁が行う緊急時モニタリングセン

ターの立ち上げ準備への協力などの緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又

はそのおそれがある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）の準備、施設敷地緊

急事態要避難者（避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高ま

らない要配慮者等（高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」とい

う。））、安定ヨウ素剤を事前に配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設

敷地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者をいう。以下同じ。）の避難等の防護

措置の準備を開始する必要がある段階 

⑵ 施設敷地緊急事態 

   発電所において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため、発電所周辺

において緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階 

⑶ 全面緊急事態 

発電所において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、確定的影響

を回避し、確率的影響のリスクを低減する観点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 

 

 

 

字句修正 

県計画を踏ま

えた修正（具

体的に記述） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第５節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱  

１、２  （略） 

 

３ 各機関等の事務又は業務の大綱 

原子力防災（複合災害時を含む）に関し、各機関等の事務又は業務の大綱は、次に示すとおりである。 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 越 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 上越市防災会議に関すること 

２ 上越市災害警戒本部、上越市災害対策本部及び上越市現地災害対策本部の設

置に関すること 

３ 現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関

すること 

４ 市内における公共的団体及び市民の自主防災組織の育成指導に関すること 

５ 市民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発及び教育訓練及び職員

に対する教育訓練に関すること 

６ 住民等に対する通信連絡網の整備に関すること 

７ 住民等に対する原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

８ 安全協定に基づく連絡会の開催、通報連絡の受入、現地確認及び意見交換に

関すること 

９ 原子力災害対策の実施に必要な国の専門家等の派遣要請及び受入れ等に関

すること 

10 事故状況の把握及び連絡に関すること 

11 環境放射線モニタリング（追加）に関すること 

12 災害広報並びに避難準備情報の発出、避難の勧告、指示に関すること 

13 被災者の救助に関すること 

14 県知事の委任を受けて行う、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づ

く被災者の救助に関すること 

15 県の緊急被ばく医療措置に対する協力に関すること 

16 災害時の清掃・防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

17 消防活動及び浸水対策活動に関すること 

18 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

19 被災要配慮者に対する相談及び援護に関すること 

20 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関すること 

21 農業用水の汚染についての情報収集及び対応に関すること 

22 住民等に対する農林水産物についての災害情報及び各種措置に関すること 

 第５節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱  

１、２  （略） 

 

３ 各機関等の事務又は業務の大綱 

原子力防災（複合災害時を含む）に関し、各機関等の事務又は業務の大綱は、次に示すとおりである。 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 越 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 上越市防災会議に関すること 

２ 上越市災害警戒本部、上越市災害対策本部及び上越市現地災害対策本部の設

置に関すること 

３ 現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関

すること 

４ 市内における公共的団体及び市民の自主防災組織の育成指導に関すること 

５ 市民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発及び教育訓練及び職員

に対する教育訓練に関すること 

６ 住民等に対する通信連絡網の整備に関すること 

７ 住民等に対する原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

８ 安全協定に基づく連絡会の開催、通報連絡の受入、現地確認及び意見交換に

関すること 

９ 原子力災害対策の実施に必要な国の専門家等の派遣要請及び受入れ等に関

すること 

10 事故状況の把握及び連絡に関すること 

11 緊急時モニタリングへの協力に関すること 

12 災害広報並びに避難準備情報の発出、避難の勧告、指示に関すること 

13 被災者の救助に関すること 

14 県知事の委任を受けて行う、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づ

く被災者の救助に関すること 

15 県の原子力災害医療措置に対する協力に関すること 

16 災害時の清掃・防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

17 消防活動及び浸水対策活動に関すること 

18 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

19 被災要配慮者に対する相談及び援護に関すること 

20 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関すること 

21 農業用水の汚染についての情報収集及び対応に関すること 

22 住民等に対する農林水産物についての災害情報及び各種措置に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文言

整理） 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 
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修正前 修正案 修正理由 

 

 

 

 

 

 

上 越 市 

23 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設及び設備の整備に関する

こと 

24 ガス、水道等公営事業の災害対策に関すること 

25 市道の通行確保に関すること 

26 輸送車両の確保及び必要物資の調達に関すること 

27 飲料水、飲食物及び生活必需品の供給に関すること 

28 防災業務関係者の被ばく管理に関すること 

29 汚染物質の除去及び除染に関すること 

30 住民等に対する各種制限措置の解除に関すること 

31 損害賠償請求等に必要な資料の整備に関すること 

32 風評被害等の影響の軽減に関すること 

33 被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援に関すること 

34 こころのケア・救護所設置に関すること 

35 児童、生徒の退避及び避難に関すること 

36 学校施設の退避、避難施設としての使用協力に関すること 

37 （追加）児童、生徒への原子力防災に関する知識の普及・指導に関すること 

38 住民等からの問合せに対する対応に関すること 

39 住民等の退避、避難及び立入制限に関すること 

40 住民等に対する飲食物の摂取制限等に関すること 

41 心身の健康相談に関すること 

42 災害予警報等情報伝達に関すること 

43 被災状況に関する情報収集に関すること 

44 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること 

 

【消防機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

上越地域消防事務組合 

１ 火災予防、災害防止対策及び指導に関すること 

２ 防護対策を講ずるべき区域の消火活動に関すること 

３ 災害応急対策に関すること 

４ 災害時における救助活動に関すること 

５ 災害時における傷病者の緊急輸送に関すること 

６ 市民等に対する広報に関すること 

７ 市民等の避難、屋内退避の誘導に関すること 

８ 緊急被ばく医療措置に対する協力に関すること 

９ 現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関

 

 

 

 

 

上 越 市 

23 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設及び設備の整備に関する

こと 

24 ガス、水道等公営事業の災害対策に関すること 

25 市道の通行確保に関すること 

26 輸送車両の確保及び必要物資の調達に関すること 

27 飲料水、飲食物及び生活必需品の供給に関すること 

28 防災業務関係者の被ばく管理に関すること 

29 汚染物質の除去及び除染に関すること 

30 住民等に対する各種制限措置の解除に関すること 

31 損害賠償請求等に必要な資料の整備に関すること 

32 風評被害等の影響の軽減に関すること 

33 被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援に関すること 

34 こころのケア・救護所設置に関すること 

35 児童、生徒の退避及び避難に関すること 

36 学校施設の退避、避難施設としての使用協力に関すること 

37 教職員、児童、生徒への原子力防災に関する知識の普及・指導に関すること 

38 住民等からの問合せに対する対応に関すること 

39 住民等の退避、避難及び立入制限に関すること 

40 住民等に対する飲食物の摂取制限等に関すること 

41 心身の健康相談に関すること 

42 災害予警報等情報伝達に関すること 

43 被災状況に関する情報収集に関すること 

44 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること 

 

【消防機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

上越地域消防事務組合 

１ 火災予防、災害防止対策及び指導に関すること 

２ 防護対策を講ずるべき区域の消火活動に関すること 

３ 災害応急対策に関すること 

４ 災害時における救助活動に関すること 

５ 災害時における傷病者の緊急輸送に関すること 

６ 市民等に対する広報に関すること 

７ 市民等の避難、屋内退避の誘導に関すること 

８ 原子力災害医療措置に対する協力に関すること 

９ 現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（対

象の明確化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原災
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修正前 修正案 修正理由 

すること 

10 救急活動の実施に関すること 

 

 

【新潟県】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 潟 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新潟県防災会議原子力防災部会に関すること 

２ 住民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発及び防災関係機関等職

員に対する教育訓練に関すること 

３ 原子力防災に関する訓練の実施に関すること 

４ 通信連絡網の整備に関すること 

５ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

６ 発電所周辺地域における環境条件の把握に関すること 

７ 原子力事業者からの報告の徴収、立入検査に関すること 

８ 新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（以下「原子力防災センター」という。）

の整備及び維持に関すること 

９ 県原子力警戒本部の設置・廃止に関すること 

10 県原子力災害対策本部の設置・廃止に関すること 

11 現地事故対策連絡会議への職員の派遣に関すること 

12 原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関すること 

13 自衛隊、国の専門家等の派遣要請及び受入に関すること 

14 他の都道府県及び関係機関への応援要請及び受入に関すること 

15 住民等からの問い合わせに対する対応に関すること 

16 環境放射線モニタリングに関すること 

17 住民等の退避、避難及び立入制限に関すること 

18 緊急被ばく医療措置に関すること 

19 飲食物の摂取制限等に関すること 

20 農業用水の汚染についての情報収集及び対応に関すること 

21 農林水産物についての災害情報及び各種措置に関すること 

22 輸送車両の確保及び必要物資の調達に関すること 

23 飲料水、飲食物及び生活必需品の供給に関すること 

24 防災業務関係者の被ばく管理に関すること 

25 汚染物質の除去及び除染に関すること 

26 各種制限措置の解除に関すること 

27 市町村の原子力防災対策に対する指示、指導及び助言に関すること 

すること 

10 救急活動の実施に関すること 

 

 

【新潟県】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 潟 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新潟県防災会議原子力防災部会に関すること 

２ 住民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発及び防災関係機関等職

員に対する教育訓練に関すること 

３ 原子力防災に関する訓練の実施に関すること 

４ 通信連絡網の整備に関すること 

５ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

６ 発電所周辺地域における環境条件の把握に関すること 

７ 原子力事業者からの報告の徴収、立入検査に関すること 

８ 新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（以下「原子力防災センター」という。）

の整備及び維持に関すること 

９ 県原子力警戒本部の設置・廃止に関すること 

10 県原子力災害対策本部の設置・廃止に関すること 

11 現地事故対策連絡会議への職員の派遣に関すること 

12 原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関すること 

13 自衛隊、国の専門家等の派遣要請及び受入に関すること 

14 他の都道府県及び関係機関への応援要請及び受入に関すること 

15 住民等からの問い合わせに対する対応に関すること 

16 環境放射線モニタリングに関すること 

17 住民等の退避、避難及び立入制限に関すること 

18 原子力災害医療措置に関すること 

19 飲食物の摂取制限等に関すること 

20 農業用水の汚染についての情報収集及び対応に関すること 

21 農林水産物についての災害情報及び各種措置に関すること 

22 輸送車両の確保及び必要物資の調達に関すること 

23 飲料水、飲食物及び生活必需品の供給に関すること 

24 防災業務関係者の被ばく管理に関すること 

25 汚染物質の除去及び除染に関すること 

26 各種制限措置の解除に関すること 

27 市町村の原子力防災対策に対する指示、指導及び助言に関すること 

指針改正の反

映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原災

指針改正の反

映） 
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修正前 修正案 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 潟 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育庁） 

28 県管理一般国道及び県道の通行の確保に関すること 

29 損害賠償請求等に必要な資料の取りまとめに関すること 

30 風評被害等の軽減に関すること 

31 被災中小企業、被災農林水産業者等に対する支援に関すること 

32 心身の健康相談に関すること 

33 物価の監視に関すること 

34 新潟県防災会議に関すること 

35 市町村、指定公共機関又は指定地方公共機関の防災事務又は業務の実施につ

いての 総合調整に関すること 

36 災害予警報等情報伝達に関すること 

37 被災状況に関する情報収集に関すること 

38 災害広報に関すること 

39 避難の勧告及び指示に関すること 

40 市町村の実施する避難準備情報発出に係る情報提供・技術的支援に関するこ

と 

41 市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること 

42 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 

43 災害時の防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

44 市町村の実施する消防活動及び浸水対策活動に対する指示及び援助に関す

ること 

45 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

46 被災要配慮者に対する相談及び援護に関すること 

47 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関すること 

48 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること 

49 緊急通行車両の確認に関すること 

50 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設及び設備の整備に関する

こと 

51 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

52 他の都道府県に対する応援要請に関すること 

53 こころのケア・医療コーディネートに関すること 

54 （追加）児童、生徒への原子力防災に関する知識の普及・指導に関すること 

55 児童、生徒の退避及び避難に関すること 

56 学校施設の退避、避難施設としての使用協力に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 潟 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育庁） 

28 県管理一般国道及び県道の通行の確保に関すること 

29 損害賠償請求等に必要な資料の取りまとめに関すること 

30 風評被害等の軽減に関すること 

31 被災中小企業、被災農林水産業者等に対する支援に関すること 

32 心身の健康相談に関すること 

33 物価の監視に関すること 

34 新潟県防災会議に関すること 

35 市町村、指定公共機関又は指定地方公共機関の防災事務又は業務の実施につ

いての 総合調整に関すること 

36 災害予警報等情報伝達に関すること 

37 被災状況に関する情報収集に関すること 

38 災害広報に関すること 

39 避難の勧告及び指示に関すること 

40 市町村の実施する避難準備情報発出に係る情報提供・技術的支援に関するこ

と 

41 市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること 

42 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 

43 災害時の防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

44 市町村の実施する消防活動及び浸水対策活動に対する指示及び援助に関す

ること 

45 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

46 被災要配慮者に対する相談及び援護に関すること 

47 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関すること 

48 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること 

49 緊急通行車両の確認に関すること 

50 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設及び設備の整備に関する

こと 

51 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

52 他の都道府県に対する応援要請に関すること 

53 こころのケア・医療コーディネートに関すること 

54 教職員、児童、生徒への原子力防災に関する知識の普及・指導に関すること 

55 児童、生徒の退避及び避難に関すること 

56 学校施設の退避、避難施設としての使用協力に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（対象

の明確化） 
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修正前 修正案 修正理由 

新潟県警察本部 

上越警察署 

妙高警察署 

１ 緊急かつ広域的な救助活動、住民等の避難誘導等に関すること 

２ 警戒区域、防護対策を講ずるべき区域における警戒警備に関すること 

３ 交通規制、緊急交通路の確保に関すること 

４ 現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関

すること 

５ 行方不明者調査及び死体の検視に関すること 

６ 犯罪の予防・取締り、混乱の防止その他秩序の維持に必要な措置に関するこ

と 

７ 警察災害派遣隊の派遣、調整に関すること 

地域災害拠点病院 

県立中央病院 

１ 災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること 

２ 災害時における負傷者等の医療救護に関すること 

 

【指定地方行政機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

北陸農政局 

長岡地域センター 

１ 災害時における応急食料の緊急引渡しに関すること 

２ 農地、家畜、農林水産物等への影響に関する情報収集及び報告に関するこ

と 

３ 農林水産物の安全性に係る風評被害の防止に関すること 

東北経済産業局 
１ 電気の安定供給に関すること 

２ 災害時における原子力災害合同対策協議会への支援に関すること 

上越森林管理署 

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持及び造成に関すること 

２ 民有林直轄地すべり事業の実施に関すること 

３ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

第九管区海上保安本部 

（上越海上保安署） 

１ 海上における救助、救急活動及び依頼等に基づく活動の支援に関すること 

２ 船舶等に対する緊急通報並びに避難及び立ち入り制限に関すること 

３ 海上における応急対策実施区域及びその周辺における治安の確保 

４ 海上における緊急時環境放射線モニタリングに対する協力に関すること 

５ 災害予防に係わる防災訓練、海難防災講習会等啓蒙活動及び調査研究に関

すること 

６ 災害応急対策に係わる警報等の伝達、情報の収集、海難救助等に関するこ

と 

７ 災害応急対策に係わる人員及び物資の緊急輸送並びに物資の無償貸与又は

譲与に関すること 

８ 関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援に関すること 

新潟県警察本部 

上越警察署 

妙高警察署 

１ 緊急かつ広域的な救助活動、住民等の避難誘導等に関すること 

２ 警戒区域、防護対策を講ずるべき区域における警戒警備に関すること 

３ 交通規制、緊急交通路の確保に関すること 

４ 現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会への職員の派遣に関

すること 

５ 行方不明者調査及び死体の検視に関すること 

６ 犯罪の予防・取締り、混乱の防止その他秩序の維持に必要な措置に関するこ

と 

７ 警察災害派遣隊の派遣、調整に関すること 

地域災害拠点病院 

県立中央病院 

１ 災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること 

２ 災害時における負傷者等の医療救護に関すること 

 

【指定地方行政機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

北陸農政局 

長岡地域センター 

１ 災害時における応急食料の緊急引渡しに関すること 

２ 農地、家畜、農林水産物等への影響に関する情報収集及び報告に関するこ

と 

３ 農林水産物の安全性に係る風評被害の防止に関すること 

東北経済産業局 
１ 電気の安定供給に関すること 

２ 災害時における原子力災害合同対策協議会への支援に関すること 

上越森林管理署 

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持及び造成に関すること 

２ 民有林直轄地すべり事業の実施に関すること 

３ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

第九管区海上保安本部 

（上越海上保安署） 

１ 海上における救助、救急活動及び依頼等に基づく活動の支援に関すること 

２ 船舶等に対する緊急通報並びに避難及び立ち入り制限に関すること 

３ 海上における応急対策実施区域及びその周辺における治安の確保 

４ 海上における緊急時（削除） モニタリングへの  協力に関すること 

５ 災害予防に係わる防災訓練、海難防災講習会等啓蒙活動及び調査研究に関

すること 

６ 災害応急対策に係わる警報等の伝達、情報の収集、海難救助等に関するこ

と 

７ 災害応急対策に係わる人員及び物資の緊急輸送並びに物資の無償貸与又は

譲与に関すること 

８ 関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援に関すること 
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修正前 修正案 修正理由 

９ 海上における流出油の防除、航行安全の確保、警戒区域の設定、治安の維

持及び危険物の保安措置に関すること 

10 災害復旧・復興対策に係わる海洋環境の汚染防止及び航行安全の確保に関

すること 

東京管区気象台 

(新潟地方気象台) 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水

象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

４ 県や市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

６ 緊急（追加）モニタリングの支援に関すること 

７ 緊急時における放射能影響の早期把握に必要な気象情報の提供に関するこ

と 

上越労働基準監督署 １ 災害時における産業安全確保に関すること 

北陸地方整備局 

１ 地方公共団体等が所掌する事務に関して大規模な災害が発生した場合また

は恐れがある場合は、次の事項について応援を行うものとする 

  ○情報収集、人員の派遣、資機材の提供等 

  ○避難活動等 

  ○応急仮設住宅の建築支援等 

  ○飲料水の確保、支援等 

  ○消防活動への支援等 

北陸地方整備局 

高田河川国道事務所 

１ 一級河川水系における指定区間外の管理及び改修、維持修繕、災害復旧等

の工事の実施に関すること 

２ 洪水予防指定河川の洪水予報業務に関すること 

３ 国土交通大臣の指定した水防警報河川の水防警報に関すること 

４ 一般国道指定区間の改築、管理、維持修繕、除雪及び災害復旧工事に関す

ること 
 

９ 海上における流出油の防除、航行安全の確保、警戒区域の設定、治安の維

持及び危険物の保安措置に関すること 

10 災害復旧・復興対策に係わる海洋環境の汚染防止及び航行安全の確保に関

すること 

東京管区気象台 

(新潟地方気象台) 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水

象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

４ 県や市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

６ 緊急時   モニタリングの支援に関すること 

７ 緊急時における放射能影響の早期把握に必要な気象情報の提供に関するこ

と 

上越労働基準監督署 １ 災害時における産業安全確保に関すること 

北陸地方整備局 

１ 地方公共団体等が所掌する事務に関して大規模な災害が発生した場合また

は恐れがある場合は、次の事項について応援を行うものとする 

  ○情報収集、人員の派遣、資機材の提供等 

  ○避難活動等 

  ○応急仮設住宅の建築支援等 

  ○飲料水の確保、支援等 

  ○消防活動への支援等 

北陸地方整備局 

高田河川国道事務所 

１ 一級河川水系における指定区間外の管理及び改修、維持修繕、災害復旧等

の工事の実施に関すること 

２ 洪水予防指定河川の洪水予報業務に関すること 

３ 国土交通大臣の指定した水防警報河川の水防警報に関すること 

４ 一般国道指定区間の改築、管理、維持修繕、除雪及び災害復旧工事に関す

ること 
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修正前 修正案 修正理由 

【陸上自衛隊】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊高田駐屯地 

１ 防災関係資料の事前収集と災害派遣準備体制の確立に関すること 

２ 災害発生時の県の情報収集活動への協力に関すること 

３ 災害出動要請又は出動命令に基づく人命救助を最優先とした応急救援活動

の実施に関すること 

４ 緊急時環境放射線モニタリングに対する協力に関すること 

 

【指定公共機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東日本旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

日本貨物鉄道株式会社 

１ 災害時における鉄道による緊急輸送の確保に関すること 

東日本電信電話株式会社 

株式会社ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾄﾞｺ

ﾓ 

KDDI 株式会社 

１ 電気通信設備の整備及び防災管理に関すること 

２ 災害時における緊急通話の確保及び気象警報等の伝達に関すること 

日本赤十字社 

新潟県支部 

１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時における救援物資の備蓄及び配分に関すること 

３ 災害時の輸血用血液の供給に関すること 

４ 災害救援（義援）金の募集、受付及び配分に関すること 

５ 労働奉仕班の編成及び派遣のあっせん並びに連絡調整に関すること 

６ こころのケアに関すること 

日本放送協会 
１ 災害時における広報活動に関すること 

２ 津波予警報、気象警報等の放送に関すること 

日本郵便株式会社 
１ 災害時における郵政業務の確保、郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援

護対策に関すること 

東日本高速道路株式会社 

新潟支社 

  上越管理事務所 

１ 高速自動車国道の防災管理に関すること 

２ 災害時の高速自動車国道における交通路の確保に関すること 

３ 高速自動車国道の早期災害復旧に関すること 

東北電力株式会社 

上越営業所 

１ 電力施設等の防災管理及び災害復旧に関すること 

２ 災害時における電力の供給の確保に関すること 

日本通運株式会社新潟支店 １ 災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

 

【陸上自衛隊】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊高田駐屯地 

１ 防災関係資料の事前収集と災害派遣準備体制の確立に関すること 

２ 災害発生時の県の情報収集活動への協力に関すること 

３ 災害出動要請又は出動命令に基づく人命救助を最優先とした応急救援活動

の実施に関すること 

４ 緊急時（削除） モニタリングへの  協力に関すること 

 

【指定公共機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東日本旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

日本貨物鉄道株式会社 

１ 災害時における鉄道による緊急輸送の確保に関すること 

東日本電信電話株式会社 

株式会社ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾄﾞｺ

ﾓ 

KDDI 株式会社 

１ 電気通信設備の整備及び防災管理に関すること 

２ 災害時における緊急通話の確保及び気象警報等の伝達に関すること 

日本赤十字社 

新潟県支部 

１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時における救援物資の備蓄及び配分に関すること 

３ 災害時の輸血用血液の供給に関すること 

４ 災害救援（義援）金の募集、受付及び配分に関すること 

５ 労働奉仕班の編成及び派遣のあっせん並びに連絡調整に関すること 

６ こころのケアに関すること 

日本放送協会 
１ 災害時における広報活動に関すること 

２ 津波予警報、気象警報等の放送に関すること 

日本郵便株式会社 
１ 災害時における郵政業務の確保、郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援

護対策に関すること 

東日本高速道路株式会社 

新潟支社 

  上越管理事務所 

１ 高速自動車国道の防災管理に関すること 

２ 災害時の高速自動車国道における交通路の確保に関すること 

３ 高速自動車国道の早期災害復旧に関すること 

東北電力株式会社 

上越営業所 

１ 電力施設等の防災管理及び災害復旧に関すること 

２ 災害時における電力の供給の確保に関すること 

日本通運株式会社新潟支店 １ 災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 
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修正前 修正案 修正理由 

【指定地方公共機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

土地改良区 １ 水門、水路、ため池等の施設の防災管理並びに災害復旧に関すること 

一般社団法人 

新潟県ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協会 

上越支部 

１ ＬＰガス施設等の防災管理に関すること 

２ 災害時におけるＬＰガスの安定的供給に関すること 

北越急行株式会社 

（追加） 

１ 災害時における鉄道による緊急輸送の確保に関すること 

佐渡汽船株式会社 
１ 海上における安全輸送の確保及び災害時における海上輸送の確保に関する

こと 

新潟運輸株式会社上越支

店 

中越運送株式会社上越支

店 

上越運送株式会社 

頸城運送倉庫株式会社 

頸城自動車株式会社 

公益社団法人 

新潟県ﾄﾗｯｸ協会上越支部 

１ 災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

株式会社新潟放送 

株式会社新潟総合ﾃﾚﾋﾞ 

株式会社ﾃﾚﾋﾞ新潟放送網 

株式会社新潟ﾃﾚﾋﾞ 21 

株式会社ｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵ新潟 

新潟県民ｴﾌｴﾑ放送株式会

社 

ｴﾌｴﾑ上越株式会社 

上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ株式会

社 

１ 津波警報、気象警報等の放送に関すること 

２ 災害時における広報活動に関すること 

３ 緊急放送に関すること(JCV) 

株式会社新潟日報社 

上越支社 

１ 災害時における広報活動に関すること 

社団法人新潟県医師会 
１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時のこころのケアに関すること 

 

【指定地方公共機関】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

土地改良区 １ 水門、水路、ため池等の施設の防災管理並びに災害復旧に関すること 

一般社団法人 

新潟県ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協会 

上越支部 

１ ＬＰガス施設等の防災管理に関すること 

２ 災害時におけるＬＰガスの安定的供給に関すること 

北越急行株式会社 

えぎごトキめき鉄道株式会社 

１ 災害時における鉄道による緊急輸送の確保に関すること 

佐渡汽船株式会社 
１ 海上における安全輸送の確保及び災害時における海上輸送の確保に関する

こと 

新潟運輸株式会社上越支

店 

中越運送株式会社上越支

店 

上越運送株式会社 

頸城運送倉庫株式会社 

頸城自動車株式会社 

公益社団法人 

新潟県ﾄﾗｯｸ協会上越支部 

１ 災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

株式会社新潟放送 

株式会社新潟総合ﾃﾚﾋﾞ 

株式会社ﾃﾚﾋﾞ新潟放送網 

株式会社新潟ﾃﾚﾋﾞ 21 

株式会社ｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵ新潟 

新潟県民ｴﾌｴﾑ放送株式会

社 

ｴﾌｴﾑ上越株式会社 

上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ株式会

社 

１ 津波警報、気象警報等の放送に関すること 

２ 災害時における広報活動に関すること 

３ 緊急放送に関すること(JCV) 

株式会社新潟日報社 

上越支社 

１ 災害時における広報活動に関すること 

社団法人新潟県医師会 
１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時のこころのケアに関すること 
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修正前 修正案 修正理由 

【その他の公共的団体・防災上重要な施設の管理者等】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

えちご上越農業協同組合 

漁業協同組合等 

１ 共同利用施設の災害応急対策及び復旧に関すること 

２ 被災組合員に対する融資又はその斡旋に関すること 

３ 災害時における緊急物資の調達及び陸路による緊急輸送の確保に関するこ

と 

４ 災害情報及び各種措置の伝達に関すること 

５ 汚染農林畜水産物の出荷制限等、応急対策の協力に関すること 

一般社団法人上越医師会 
１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時のこころのケアに関すること 

公益社団法人 

新潟県接骨師会 

上越支部 

１ 災害時における応急救護に関すること 

 

病院、診療所 
１ 災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること 

２ 災害時における負傷者等の医療救護に関すること 

上越商工会議所 

商工会 

１ 災害時における物価の安定についての協力、徹底に関すること 

２ 救助用物資、復旧資機材の確保についての協力、斡旋に関すること 

公庫・金融機関 １ 災害時における融資・貸付等の金融支援に関すること 

一般運輸事業者 １ 災害時における緊急輸送の確保に関すること 

一般建設事業者 １ 災害時における応急復旧に関すること 

危険物関係施設の管理者 １ 災害時における危険物の保安措置に関すること 

公益社団法人 

上越市有線放送電話協

会 

１ 災害時における広報活動に関すること 

２ 緊急放送に関すること 

株式会社上越タイムス １ 災害時における広報活動に関すること 

社会福祉法人 

上越社会福祉協議会 

１ 市災害ボランティアセンターの設置運営に関すること 

上越市町内会長連絡協議

会(上越市防災委員会) 

１ 災害時における情報伝達に関すること 

２ 災害時における関係機関の連絡に関すること 

自主防災組織 

（町内会） 

１ 防災活動への協力に関すること 

２ 市民に対する屋内退避、避難誘導への協力に関すること 

３ 避難所運営への協力に関すること 

４ 防災知識の普及に関すること 

５ 自主防災組織化の促進に関すること 

【その他の公共的団体・防災上重要な施設の管理者等】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

えちご上越農業協同組合 

漁業協同組合等 

１ 共同利用施設の災害応急対策及び復旧に関すること 

２ 被災組合員に対する融資又はその斡旋に関すること 

３ 災害時における緊急物資の調達及び陸路による緊急輸送の確保に関するこ

と 

４ 災害情報及び各種措置の伝達に関すること 

５ 汚染農林畜水産物の出荷制限等、応急対策の協力に関すること 

一般社団法人上越医師会 
１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時のこころのケアに関すること 

公益社団法人 

新潟県接骨師会 

上越支部 

１ 災害時における応急救護に関すること 

 

病院、診療所 
１ 災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること 

２ 災害時における負傷者等の医療救護に関すること 

上越商工会議所 

商工会 

１ 災害時における物価の安定についての協力、徹底に関すること 

２ 救助用物資、復旧資機材の確保についての協力、斡旋に関すること 

公庫・金融機関 １ 災害時における融資・貸付等の金融支援に関すること 

一般運輸事業者 １ 災害時における緊急輸送の確保に関すること 

一般建設事業者 １ 災害時における応急復旧に関すること 

危険物関係施設の管理者 １ 災害時における危険物の保安措置に関すること 

公益社団法人 

上越市有線放送電話協

会 

１ 災害時における広報活動に関すること 

２ 緊急放送に関すること 

株式会社上越タイムス １ 災害時における広報活動に関すること 

社会福祉法人 

上越社会福祉協議会 

１ 市災害ボランティアセンターの設置運営に関すること 

上越市町内会長連絡協議

会(上越市防災委員会) 

１ 災害時における情報伝達に関すること 

２ 災害時における関係機関の連絡に関すること 

自主防災組織 

（町内会） 

１ 防災活動への協力に関すること 

２ 市民に対する屋内退避、避難誘導への協力に関すること 

３ 避難所運営への協力に関すること 

４ 防災知識の普及に関すること 

５ 自主防災組織化の促進に関すること 
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修正前 修正案 修正理由 

NPO 法人新潟県災害救援

機構 

各種団体 

１ 災害応急対策への協力に関すること 

 

【原子力事業者】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東京電力株式会社 

１ 原子力施設の防災管理に関すること 

２ 従業員等に対する教育、訓練に関すること 

３ 関係機関に対する情報の提供に関すること 

４ 放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること 

５ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

６ 原子力災害時における通報連絡体制の整備に関すること 

７ 原子力防災センター（現地事故対策連絡会議、合同対策協議会等）への防災

要員及び緊急時モニタリング（追加）要員の派遣に関すること 

８ 国、県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する協力に関する

こと 

９ 汚染物質の除去等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人新潟県災害救援

機構 

各種団体 

１ 災害応急対策への協力に関すること 

 

【原子力事業者】 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東京電力ホールディングス

株式会社 

１ 原子力施設の防災管理に関すること 

２ 従業員等に対する教育、訓練に関すること 

３ 関係機関に対する情報の提供に関すること 

４ 放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること 

５ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

６ 原子力災害時における通報連絡体制の整備に関すること 

７ 原子力防災センター（現地事故対策連絡会議、原子力災害合同対策協議会等）

への防災要員及び緊急時モニタリングセンターへの要員の派遣に関すること 

８ 国、県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する協力に関する

こと 

９ 汚染物質の除去等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（名

称変更・文言

整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第６節 用語の解説  

この計画における主な用語の解説は次のとおりとする。 

用  語 解  説 

安定ヨウ素剤 

放射性でないヨウ素をヨウ化塩（ヨウ化カリウム）の形で製剤したも

の。ヨウ素は、甲状腺に集まる性質がある。原子力発電所等の事故に

より放出された放射性ヨウ素は呼吸や飲食により体内に吸収される

と甲状腺に集まり、甲状腺がん、甲状腺機能低下症を引き起こす（追

加）  。安定ヨウ素剤は、これらの障害を防ぐために用いられる。 

甲状腺 

前頸部に位置し、ちょうど喉頭の下部にある内分泌腺。ヨウ素を含む

甲状腺ホルモンを分泌して、新陳代謝や成長ホルモン・発育を促進す

る重要な内分泌器官のこと。 

スクリーニング 
原子力災害が起きた場合（追加）、住民等が放射性物質の付着、吸引

がないかの検査をすること。 

モニタリングポスト 環境放射線を連続して測定する設備のこと。 

緊急時迅速放射能影響予測ネッ

トワークシステム 

周辺環境の放射性物質の大気中濃度及び被ばく線量などを地勢や気

象データを考慮して迅速に被ばく線量を計算するシステム。 

大量の放射性物質が放出されるという事態が発生、又はおそれのある

場合に、住民避難などの防護対策を検討するの に使用される。 

環境放射線テレメータシステム 
環境放射線と気象を自動で観測・解析し、その変動を２４時間で監視

しているシステムのこと。 

放射性プルーム 

原子炉施設において物理的防護壁が機能しない場合に周辺環境に放

出される放射性物質（気体状のクリプトンやキセノン等の希ガス、揮

発性のヨウ素、気体中に浮遊する微粒子等）を含んだ空気の一団。 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳ

Ｓ） 

原子力災害が発生した場合、原子力発電所から送られてくる情報に基

づき、事故の状態を監視し、専門的な知識データベースに基づいて事

故の状態を判断し、その後の事故進展をコンピュータにより解析・予

測するシステムのこと。 

 第６節 用語の解説  

この計画における主な用語の解説は次のとおりとする。 

用  語 解  説 

安定ヨウ素剤 

放射性でないヨウ素をヨウ化塩（ヨウ化カリウム）の形で製剤したも

の。ヨウ素は、甲状腺に集まる性質がある。原子力発電所等の事故に

より放出された放射性ヨウ素は呼吸や飲食により体内に吸収される

と甲状腺に集まり、甲状腺がん、甲状腺機能低下症を引き起こすおそ

れがある。安定ヨウ素剤は、これらの障害を防ぐために用いられる。 

甲状 

前頸部に位置し、（削除）喉頭の下部にある内分泌腺。ヨウ素を含む

甲状腺ホルモンを分泌して、新陳代謝や成長ホルモン・発育を促進す

る重要な内分泌器官のこと。 

スクリーニング 
原子力災害が起きた場合に   、住民等に放射性物質の付着、吸引

がないかの検査をすること。 

モニタリングポスト 
放射線の連続モニタを備えた野外測定設備のこと。 

（据え付け型と追加の測定用の可搬型の２種類がある。） 

放射性物質拡散予測計算システ

ム 

周辺環境の放射性物質の大気中濃度及び被ばく線量などを地勢や気

象データを考慮して迅速に被ばく線量を計算するシステム。 

大量の放射性物質が放出されるという事態が発生、又はおそれのある

場合に、住民避難などの防護対策を検討するために使用される。 

環境放射線モニタリング 

原子力発電所周辺等で行われる放射線・放射能の測定のこと。 

原子力発電所周辺の監視を目的とした平時からの環境放射線モニタ

リングと、原子力災害発生時に実施する緊急時の環境放射線モニタリ

ングがある。 

放射性プルーム 

原子炉施設において物理的防護壁が機能しない場合に周辺環境に放

出される放射性物質（気体状のクリプトンやキセノン等の希ガス、揮

発性のヨウ素、気体中に浮遊する微粒子等）を含んだ空気の一団。 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳ

Ｓ） 

原子力災害が発生した場合、原子力発電所から送られてくる情報に基

づき、事故の状態を監視し、専門的な知識データベースに基づいて事

故の状態を判断し、その後の事故進展をコンピュータにより解析・予

測するシステムのこと。 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

情報収集事態 原子力施設等立地市町村において震度５弱以上の地震が発生（原子力

施設等立地道府県において震度６弱以上の地震が発生した場合は除

く。）した場合のこと。 

避難所 被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被

災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であ

って、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の

輸送が比較的容易な場所にあるもの。 

避難場所 被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に

立地するが災害に対して安全な構造を有する施設であって、災害発生

時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な体制等を有するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報収集事態 原子力施設等立地市町村において震度５弱以上の地震が発生（削除） 

                                

     した場合のこと。 

避難所 被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被

災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であ

って、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の

輸送が比較的容易な場所にあるもの。 

避難経由所 広域避難者を適切な避難所に誘導するために避難所の前に向かう目

的地であって、避難者への情報提供等の機能を有する施設 
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修正前 修正案 修正理由 

第２部 原子力災害対策 

第１章 原子力災害事前対策 

 第１節～第２節 （略）  

 第３節 安全協定の適切な運用  

 

１ 基本方針 

東京電力株式会社        柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定（以下

「安全協定」という。）に基づき、定期的な原子力発電所連絡会（以下「連絡会」という。）の開催や、

必要に応じて発電所の現地確認を行い、住民の安全と安心の確保に努める。 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①、② （略） 

③ 現地確認の実施 

原子力事業者より異常時の通報を受け、発電所の立地自治体が「東京電力株式会社        

 柏崎刈羽原子力発電所 周辺地域の安全確保に関する協定書」に基づき立入調査等を実施する場

合など、住民の安全の確保のために必要があると認める場合は、発電所の現地確認を実施する。 

 

 

 

 第４節 原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官との連携  

担当：危機管理課、市民安全課 

 

１ 基本方針 

国の原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官と密接に連絡調整を図り、実効性のある

原子力防災体制を確保する。 

 

 

第２部 原子力災害対策 

第１章 原子力災害事前対策 

 第１節～第２節 （略）  

 第３節 安全協定の適切な運用  

 

１ 基本方針 

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定（以下

「安全協定」という。）に基づき、定期的な原子力発電所連絡会（以下「連絡会」という。）の開催や、

必要に応じて発電所の現地確認を行い、住民の安全と安心の確保に努める。 

 

２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①、② （略） 

③ 現地確認の実施 

原子力事業者より異常時の通報を受け、発電所の立地自治体が「東京電力ホールディングス株式会

社柏崎刈羽原子力発電所 周辺地域の安全確保に関する協定書」に基づき立入調査等を実施する場

合など、住民の安全の確保のために必要があると認める場合は、発電所の現地確認を実施する。 

 

 

 

 第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携  

担当：危機管理課、市民安全課 

 

１ 基本方針 

国の原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官    と密接に連絡調整を図り、実効性のある

原子力防災体制を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（名

称変更） 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま
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修正前 修正案 修正理由 

２ 主な取組み 

⑴ 平常時からの原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官との連絡調整 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

 ① 原子力防災専門官との連携 

地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子力事業者の防災体制に関する情報の収集及び連

絡、地域ごとの防災訓練の実施、原子力防災センターの防災拠点としての活用、住民に対する原子

力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（屋内退避・避難計画の策定を含む。）、広

域連携などを含めた緊急時の対応等について、原子力防災専門官と密接な連携を図り実施する。 

② 地方放射線モニタリング対策官との連携 

緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体制の準備、県や関係市町村等他組織との連携な

どの緊急時モニタリングの対応等については、県と連携し、必要に応じて（追加）地区の担当として

指定された地方放射線モニタリング対策官と密接な連携を図り、実施する。           

 

 

 第５節 （略）  

 第６節 情報の収集・連絡体制等の整備   

担当：危機管理課、市民安全課、人事課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 県の役割 

① 県と関係機関相互の情報収集・連絡体制 

警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態が発生した場合に、原子力事業者から、直ちに通

報を受けることができる体制を整備する。 

なお、県は、原子力災害に対し万全を期すため、国、市町村、その他防災関係機関及び原子力事

業者との間において、確実な情報の収集・連絡体制を確保するとともに、これらの防災拠点間にお

ける情報通信のためのネットワークを強化する  。 

また、被災市町村から県への被災状況の報告ができない場合に、どのような内容の情報をどのよ

うな手段で収集するかなどを定めた情報収集要領をあらかじめ作成するよう努める。 

２ 主な取組み 

⑴ 平常時からの原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官    との連絡調整 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

 ① 原子力防災専門官との連携 

地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子力事業者の防災体制に関する情報の収集及び連

絡、地域ごとの防災訓練の実施、原子力防災センターの防災拠点としての活用、住民に対する原子

力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（屋内退避・避難計画の策定を含む。）、広

域連携などを含めた緊急時の対応等について、原子力防災専門官と密接な連携を図り実施する。 

② 上席放射線防災専門官    との連携 

緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体制の準備、県や関係市町村等他組織との連携な

どの緊急時モニタリングに関することについて、県と連携し、必要に応じて平時から地区を担当する

上席放射線防災専門官          と密接な連携をとり、あらかじめ体制の整備を図る。 

 

 

 第５節 （略）  

 第６節 情報の収集・連絡体制等の整備   

担当：危機管理課、市民安全課、人事課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 県の役割 

① 県と関係機関相互の情報収集・連絡体制 

警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態が発生した場合に、原子力事業者から、直ちに通

報を受けることができる体制を整備する。 

なお、県は、原子力災害に対し万全を期すため、国、市町村、その他防災関係機関及び原子力事

業者との間において、確実な情報の収集・連絡体制を確保するとともに、これらの防災拠点間にお

ける情報通信のためのネットワークの強化に努める。 

また、被災市町村から県への被災状況の報告ができない場合に、どのような内容の情報をどのよ

うな手段で収集するかなどを定めた情報収集要領をあらかじめ作成するよう努める。 

 

県計画を踏ま

えた修正（名

称変更） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（名

称変更・文言

整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（字

句整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

② （略） 

⑶、⑷ （略） 

 

 

 第７節 緊急事態応急体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、人事課、環境保全課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①～③ （略） 

④ 原子力防災センターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

原災法第 15 条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、同法第 23 条により、当該原子力緊急事態

に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、国、

県、即時避難区域（ＰＡＺ）市村及び避難準備区域（ＵＰＺ）市町とともに原子力災害合同対策協

議会を組織し、原子力防災センターに設置する。 

同協議会は、国の現地災害対策本部、県及び市町村のそれぞれの災害対策本部の代表者、防災関

係機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任された者から構成され、放射線医学総合

研究所                    、（追加）     日本原子力研究開発機構等

の専門家が必要に応じ出席することとされている。このため、原子力災害合同対策協議会に派遣す

る職員及びその派遣方法等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門官等と連携して定め

ておく。 

また、原子力防災センターにおいて、原子力災害合同対策協議会のもとにモニタリング情報の把

握、医療関係情報の把握、住民の屋内退避・避難等の状況把握等を担う機能班を設け、国、県、即

時避難区域（ＰＡＺ）市村及び避難準備区域（ＵＰＺ）市町、関係機関及び原子力事業者等のそれ

ぞれの職員を配置することとされており、それぞれの機能班に配置する職員及びその役割、権限等

について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておく。 

⑤～⑫ 

 

⑵ 県の役割 

①～② （略） 

③ 広域的相互応援体制の整備 

ア、イ （略） 

②  （略） 

⑶、⑷ （略） 

 

 

 第７節 緊急事態応急体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、人事課、環境保全課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①～③ （略） 

④ 原子力防災センターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

原災法第 15 条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、同法第 23 条により、当該原子力緊急事態

に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、国、

県、即時避難区域（ＰＡＺ）市村及び避難準備区域（ＵＰＺ）市町とともに原子力災害合同対策協

議会を組織し、原子力防災センターに設置する。 

同協議会は、国の現地災害対策本部、県及び市町村のそれぞれの災害対策本部の代表者、防災関

係機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任された者から構成され、国立研究開発法

人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等

の専門家が必要に応じ出席することとされている。このため、原子力災害合同対策協議会に派遣す

る職員及びその派遣方法等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門官等と連携して定め

ておく。 

また、原子力防災センターにおいて、原子力災害合同対策協議会のもとにモニタリング情報の把

握、医療関係情報の把握、住民の屋内退避・避難等の状況把握等を担う機能班を設け、国、県、即

時避難区域（ＰＡＺ）市村及び避難準備区域（ＵＰＺ）市町、関係機関及び原子力事業者等のそれ

ぞれの職員を配置することとされており、それぞれの機能班に配置する職員及びその役割、権限等

について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておく。 

⑤～⑫  

 

⑵ 県の役割 

①～② （略） 

③ 広域的相互応援体制の整備 

ア、イ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正式名称に修

正 
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修正前 修正案 修正理由 

ウ 平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進めることにより、災害

発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 

また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・

輸送（追加）  等）については、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 

エ （略） 

④ 緊急時モニタリング体制等の整備 

県は、緊急時に    発電所から放出された放射性物質又は放射線による周辺環境への影響の

評価に資する観点から、平常時から環境放射線モニタリングを適切に実施するとともに、緊急時モ

ニタリングの測定の結果を防護措置の実施の判断等に活用できるように、緊急時モニタリングの体

制  及び適切な制度の測定能力維持に努める。 

なお、県は、原子力規制委員会（全面緊急事態においては原子力災害対策本部）の統括により設

置される緊急時モニタリングセンターに参画し、国、市町村、関係道府県、原子力事業者等が連携

して緊急時モニタリングを実施する。 

ア  平常時 環境放射線モニタリング（追加） 

緊急時における発電所からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評価に資

する観点で、平常時から県内全域における環境放射線モニタリングを実施し、その       

  結果をホームページ等で速やかに公表する（追加）。 

イ 緊急時モニタリング計画の作成 

原子力災害対策指針等に基づき、国、関係地方公共団体、原子力事業者及び指定公共機関等の協

力を得て、緊急時モニタリング計画     を作成する。 

ウ モニタリング設備・機器等の整備・維持 

平常時又は緊急時      に、発電所からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環境へ

の影響を評価するため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬型モニタリング用設備及び機器、

環境試料分析装置 、並びに携帯電話等の連絡手段等を整備・維持するとともに、その操作の習熟

に努める。 

エ 緊急時モニタリング要員の確保 

原子力規制委員会による緊急時モニタリングセンターの体制準備と、動員計画の作成に協力し、

必要な要員をあらかじめ定めておくとともに、これらのモニタリング要員に対して、定期的に講

習会に出席させるなど、緊急時モニタリングに必要な知識を習得させる。 

オ 緊急時モニタリングの体制及び役割 

原子力規制委員会の統括により設置される緊急時モニタリングセンターに参画し、その指揮下

で関係機関と連携して緊急時モニタリングを実施する。 

緊急時モニタリングセンター長は国の職員が担当し、新潟県放射線監視センター所長はセンタ

ー長を補佐する。なお、センター長が不在の場合にあっては、新潟県放射線監視センター所長が

代行する。 

ウ 平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進めることにより、災害

発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 

また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・

輸送、放射能測定等）については、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 

エ （略） 

④ 緊急時モニタリング体制等の整備 

県は、原子力災害により発電所から放出された放射性物質又は放射線による周辺環境への影響の

評価に資する観点から、平常時から環境放射線モニタリングを適切に実施するとともに、緊急時モ

ニタリングの測定の結果を防護措置の実施の判断等に活用できるように、緊急時モニタリングの体

制整備及び適切な制度の測定能力維持に努める。 

なお、県は、原子力規制庁が設置する                            

   緊急時モニタリングセンターに参画し、国、市町村、関係道府県、原子力事業者等が連携

して緊急時モニタリングを実施する。 

ア （削除）環境放射線モニタリング結果の公表 

（削除）                                       

     平常時の 県内全域における環境放射線モニタリング及び緊急時モニタリングの測定 

  結果をホームページ等で速やかに公表するためのシステムを整備・維持する。 

イ 緊急時モニタリング計画の作成 

原子力災害対策指針等に基づき、国、関係地方公共団体、原子力事業者及び指定公共機関等の協

力を得て、「新潟県緊急時モニタリング計画」を作成する。 

ウ モニタリング設備・機器等の整備・維持 

平常時又は原子力災害発生時に、発電所からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環境へ

の影響を評価するため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬型モニタリング用設備及び機器、

環境試料分析装置 、並びに携帯電話等の連絡手段等を整備・維持する（削除）         

    。 

エ 緊急時モニタリング要員の確保 

原子力規制庁 による緊急時モニタリングセンターの体制準備と、動員計画の作成に協力し、

必要な要員をあらかじめ定め（削除）                           

                               る。 

オ 緊急時モニタリングの体制及び役割 

原子力規制庁が設置する        緊急時モニタリングセンターに参画し、その指揮下

で関係機関と連携して緊急時モニタリングを実施する。 

緊急時モニタリングセンター長は国の職員が担当し、センター長が不在の際には、上席放射線

防災専門官（柏崎刈羽担当）、新潟県放射線監視センター所長の順でセンター長代理の職務にあた

る。 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（事

例の追加） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（具

体的に表記） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理・操作

習熟はカに集

約 ） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理・要員

講習はカに集

約） 

県計画を踏ま

えた修正（時

点修正・民間

事業者との協
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修正前 修正案 修正理由 

（追加） 

 

カ 訓練等を通じた（追加）  連携の強化 

平常時から、定期的な連絡会、訓練及び研修を通じて関係機関との意思疎通を深め、（追加）  

            測定技術（追加）  の習熟および向上に努める。 

キ 緊急時放射線影響予測システム の整備・維持 

気象予測や放射性物質の大気中拡散予測を適切に実施するため、原子力規制委員会、指定公共

機関、原子力事業者と連携し、機器              の整備等を図る。 

また、防護措置の実施に関する区域や時期等の条件の設定において考慮すべき地域の気象（風

向・風速・降雨量等）や大気中拡散予測の特性を事前に整理する。 

⑤ 飲食物の出荷制限、摂取制限体制の整備 

国及び関係機関と協議し、緊急時に備え、飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制を整備する。 

 

⑶ 原子力事業者の役割 

① 原子力事業者の緊急時モニタリング体制等の整備 

原子力事業者は、緊急時モニタリングセンターの活動が円滑に行われるようモニタリング要員の

派遣や環境放射線モニタリング（追加）設備、機器等の貸与等に必要な体制を整備する。 

また、原子力事業者は、発電所敷地境界に設置するモニタリングポスト等のほか、排気筒モニタ

ー、ガンマ線・中性子線用可搬型測定機器、ダストサンプラー、ヨウ素サンプラー等必要な環境放

射線モニタリング設備・機器等を整備・維持するとともに県に対し、平常時より観測結果を提供す

る。 

 

⑷、⑸ （略） 

 

 

 第８節 屋内退避・避難体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、市民課、高齢者支援課、保育課、こども課、学校教育課、

施設を管理する課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① （略） 

また、県は、放射能測定を行う民間事業者との協定締結など、緊急時モニタリングへの応援体

制の整備を進める。 

カ 訓練等を通じた関係機関との連携の強化 

平常時から、定期的な連絡会、訓練及び研修を通じて関係機関との意思疎通を深め、緊急時モ

ニタリングに必要な知識、測定技術及び機器操作の習熟・  向上に努める。 

キ 放射性物質拡散予測計算システムの整備・維持 

（削除） 放射性物質の大気中拡散予測を適切に実施するため、国、       指定公共

機関、原子力事業者と連携し、放射性物質拡散予測計算システム等の整備等を図る。 

また、防護措置の実施に関する区域や時期等の条件の設定において考慮すべき地域の気象（風

向・風速・降雨量等）や大気中拡散予測の特性を事前に整理する。 

⑤ 飲食物の出荷制限、摂取制限体制の整備 

国及び関係機関と協議し、緊急時に備え、飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制を整備する。 

 

⑶ 原子力事業者の役割 

① 原子力事業者の緊急時モニタリング体制等の整備 

原子力事業者は、緊急時モニタリングセンターの活動が円滑に行われるよう（削除）  要員の

派遣や緊急時  モニタリングに必要な設備、機器等の貸与等に必要な体制を整備する。 

また、原子力事業者は、発電所敷地境界に設置するモニタリングポスト等のほか、排気筒モニタ

ー、ガンマ線・中性子線用可搬型測定機器、ダストサンプラー、ヨウ素サンプラー等必要な（削除） 

  モニタリング設備・機器等を整備・維持するとともに県に対し、平常時より観測結果を提供す

る。 

 

⑷、⑸ （略） 

 

 

 第８節 屋内退避・避難体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、市民課、高齢者支援課、保育課、こども課、学校教育課、

施設を管理する課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① （略） 

力体制の整備

推進の追加） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

県計画を踏ま

えた修正（Ｓ

ＰＥＥＤＩに

限定しないた

め。気象予測

は気象台のた

め。規制委員

会は拡散計算

を活用しない

としたため。） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理・字句

の統一） 
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修正前 修正案 修正理由 

② 屋内退避所、避難所等の確保・調整 

ア （略） 

イ 自主避難者の受入を想定する場合は、屋内退避計画地域（ＰＰＡ） 内の避難所等の中から受

入施設を指定する。 

ウ～エ （略） 

③～⑩ （略） 

 

⑵ 県の役割 

①～③ （略） 

④ 代替の避難手段の確保 

（公社）新潟県バス協会、ＪＲ東日本、（公社）新潟県トラック協会 等（以下「交通・鉄道・運

送事業者」という。）の協力を得て、重点区域を含む市町村に対し、代替の避難手段の確保について、

必要な協力や調整を行う。 

⑤ 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保 

国及び市町村と協力し、住民の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等の確保を図る。 

⑥ 要配慮者の避難・屋内退避体制の整備 

重点区域及び屋内退避計画地域（ＰＰＡ）内の病院、福祉施設等に対して、入院又は入所の要配

慮者の避難・屋内退避が円滑に実施できるよう、あらかじめ避難誘導等のための計画を具体的に定

めておくよう要請する。 

追加 

 

 

また、避難所における要配慮者の健康状態の把握及びケアが適切に行われるよう、重点区域及び

屋内退避計画地域（ＰＰＡ）を含む市町村、受入可能市町村、防災関係機関及び福祉関係団体等と

協力し、福祉避難所の確保を含め、あらかじめ体制を整備する。 

 

⑶、⑷ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 屋内退避所、避難所等の確保・調整 

ア （略） 

イ 自主避難者の受入を想定する場合は、放射線量監視地域（ＵＰＺ外）内の避難所等の中から受

入施設を指定する。 

ウ～エ （略） 

③～⑩ （略） 

 

⑵ 県の役割 

①～③ （略） 

④ 代替の避難手段の確保 

（公社）新潟県バス協会、東日本旅客鉄道株式会社、海上運送事業者等（以下「交通・鉄道・運

送事業者」という。）の協力を得て、重点区域を含む市町村に対し、代替の避難手段の確保について、

必要な協力や調整を行う。 

⑤ 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保 

国及び市町村と協力し、住民の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等の確保を図る。 

⑥ 要配慮者の避難・屋内退避体制の整備 

重点区域（削除）内の病院、社会福祉施設等の管理者等に対し、要配慮者の避難誘導方法、近隣

住民の協力体制、保護者への安否の連絡等に配慮した避難計画を策定するよう要請する。     

          

また、市町村とともに、放射線量監視地域（ＵＰＺ外）内の病院、社会福祉施設等の管理者が、地

域の実情等に応じて、要配慮者の避難誘導方法、近隣住民の協力体制、保護者への安否の連絡等に

配慮した避難計画を策定できるよう支援に努める。 

また、避難所における要配慮者の健康状態の把握及びケアが適切に行われるよう、市町村、    

                            防災関係機関及び福祉関係団体等と

協力し、福祉避難所の確保を含め、あらかじめ体制を整備する。 

 

⑶、⑷ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理・人員

の移送にトラ

ック使用はな

いため） 

県計画を踏ま

えた修正（Ｕ

ＰＺ外の施設

管理者の計画

策定支援を追

加） 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理（全市

町村が関係す

るため）） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第９節 複合災害時対応体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、環境保全課、健康づくり推進課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①、② （略） 

③ 緊急被ばく医療への協力 

県が実施する複合災害時における緊急被ばく医療体制の整備に協力する。 

④～⑨ （略） 

 

⑵ 県の役割 

① （略） 

② 緊急時モニタリング体制の整備 

大規模自然災害等による道路等の被災、自動観測局    や資機材等の被災及び要員の不足等

に備えて、代替手段や活動等体制を（追加）整備する。 

③ 緊急被ばく医療体制の整備 

ア 大規模自然災害等への対応による医師及び機器等の不足に備えて、広域的応援体制の整備や、

道路や搬送手段の被災に備えた搬送体制を整備する。 

イ 複合災害時の救護所運営について、大規模自然災害等への対応と混乱が生じないよう、あらか

じめ体制を整備する。 

④～⑤ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第９節 複合災害時対応体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、環境保全課、健康づくり推進課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①、② （略） 

③ 原子力災害医療への協力 

県が実施する複合災害時における原子力災害医療体制の整備に協力する。 

④～⑨ （略） 

 

⑵ 県の役割 

① （略） 

② 緊急時モニタリング体制の整備 

大規模自然災害等による道路等の被災、モニタリングポストや資機材等の被災及び要員の不足等

に備えて、代替手段や活動等体制を原子力規制庁の動員計画を踏まえて整備する。 

③ 原子力災害医療体制の整備 

ア 大規模自然災害等への対応による医師及び機器等の不足に備えて、広域的応援体制の整備や、

道路や搬送手段の被災に備えた搬送体制を整備する。 

イ 複合災害時の救護所運営について、大規模自然災害等への対応と混乱が生じないよう、あらか

じめ体制を整備する。 

④～⑤ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（字

句整理・原災

指針補足参考

資料に沿った

修正・原災指

針 改 正 の 反

映） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第 10節 緊急輸送活動体制の整備  

担当：市民安全課、道路課 

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 県及び県警察の役割 

① 県は、放射線医学総合研究所                    、指定公共機関等から

のモニタリング、医療等に関する専門家の現地への移送や、緊急物資の輸送への協力方法、手段、

拠点等（緊急物資の輸送拠点・集積拠点、最寄の空港、ヘリポートの場所等）についてあらかじめ

定める。 

②～⑩ （略） 

⑶ （略） 

 

 

 

 第 11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、人事課、健康づくり推進課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市及び上越地域消防事務組合の役割 

①、② （略） 

③ 緊急被ばく医療活動体制等の整備 

 ア 県が行う緊急時における住民等の健康管理、汚染検査、除染等緊急被ばく医療について協力す

るものとし、救護所の運営の支援体制の整備を図る。また、緊急被ばく医療に関わる要員に対し

て県が行う必要な研修及び訓練に参加させる。 

 イ 当市独自に備蓄している安定ヨウ素剤について、緊急時に迅速かつ適切に住民に配布できるよ

う、県と協議の上、備蓄先や配布体制を整備する。 

④～⑥ （略） 

 

 第 10節 緊急輸送活動体制の整備  

担当：市民安全課、道路課 

 

１～２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ （略） 

⑵ 県及び県警察の役割 

① 県は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所、指定公共機関等から

のモニタリング、医療等に関する専門家の現地への移送や、緊急物資の輸送への協力方法、手段、

拠点等（緊急物資の輸送拠点・集積拠点、最寄の空港、ヘリポートの場所等）についてあらかじめ

定める。 

②～⑩ （略） 

⑶ （略） 

 

 

 

 第 11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、人事課、健康づくり推進課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市及び上越地域消防事務組合の役割 

①、② （略） 

③ 原子力災害医療活動体制等の整備 

ア 県が行う緊急時における住民等の健康管理、汚染検査、除染等原子力災害医療について協力す

るものとし、救護所の運営の支援体制の整備を図る。また、原子力災害医療に関わる要員に対して

県が行う必要な研修及び訓練に参加させる。 

 イ 県が   備蓄している安定ヨウ素剤について、緊急時に迅速かつ適切に住民に配布できるよ

う、県と協議の上、備蓄先や配布体制を整備する。 

④～⑥ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正式名称に修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 

県計画を踏ま

えた修正（県

が安定ヨウ素

剤を全県配備



 

31 

 

修正前 修正案 修正理由 

⑵ 県の役割 

① （略） 

② 緊急被ばく医療体制の整備 

ア 国、医療機関、防災関係機関と連携し、緊急被ばく医療を実施するため、広域的な緊急被ばく

医療体制を構築するとともに、緊急被ばく医療活動に従事する要員を確保するために必要な研修

及び訓練を実施する。 

イ 国、医療機関、防災関係機関の協力のもと、放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、

その他の内部被ばく低減に有効な薬剤、応急用救護用資機材、医療資機材等必要な資機材や要員

を整備・維持する。 

ウ 安定ヨウ素剤について、住民避難が広域に分散し、多数の屋内退避所や避難所が開設されるよ

うな事態も想定して、緊急時に迅速かつ適切に配布されるよう、県内各地の地域拠点への広域配

備や分散備蓄の体制を整備する。 

なお、緊急時に迅速かつ確実に服用できるよう、希望者への事前入手の支援等も含め、関係機

関との調整を進める。        

エ 市町村と協力し、必要な資機材の保管場所とともに、使用する場合の連絡体制及び配置方法を

あらかじめ定める。 

オ 緊急被ばく医療体制についての資料を収集、整理する。 

カ 国、医療機関、防災関係機関と協力し、緊急被ばく医療活動を充実強化するため、放射線障害

に対応する医療機関の整備を進めるとともに、陸路及び空路による緊急被ばく医療派遣・搬送体

制を整備・維持する。 

（追加） 

 

キ 屋内退避所及び避難所に救護所を設置し、住民に対する汚染検査、除染等を実施する体制を整

備するとともに、救護所間等の情報連絡体制について必要な体制を整備する。 

ク 国及び市町村とともに、救護所等において心身の健康に関する相談に応じるための体制を整備

する。 

③ 住民に対するスクリーニング及び除染体制の整備 

国、医療機関、関係機関等と連携し、住民等が避難区域等から避難する際に、住民に対してスク

リーニング及び除染を実施する体制を整備する。 

 

⑶ 原子力事業者の役割 

① （略） 

② 原子力事業者による緊急被ばく医療体制整備 

ア 原子力事業者は、発電所内での指揮命令、通報連絡及び情報伝達に係る体制を整備するととも

に、県、市町村、医療機関及び搬送機関等との通報連絡、被ばく患者の搬送及び受入れについて

⑵ 県の役割 

① （略） 

② 原子力災害医療体制の整備 

ア 国、医療機関、防災関係機関と連携し、原子力災害医療を実施するため、広域的な原子力災害

医療体制を構築するとともに、原子力災害医療活動に従事する要員を確保するために必要な研修

及び訓練を実施する。 

イ 国、医療機関、防災関係機関の協力のもと、放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、

その他の内部被ばく低減に有効な薬剤、応急用救護用資機材、医療資機材等必要な資機材や要員

を整備・維持する。 

ウ 安定ヨウ素剤について、住民避難が広域に分散し、多数の屋内退避所や避難所が開設されるよ

うな事態も想定して、緊急時に迅速かつ適切に配布されるよう、県内各地の地域拠点への広域配

備や分散備蓄の体制を整備する。 

なお、緊急時に迅速かつ確実に服用できるよう、即時避難区域（ＰＡＺ）においては、原災指

針に基づき、住民に対して配布する。 

エ 市町村と協力し、必要な資機材の保管場所とともに、使用する場合の連絡体制及び配置方法を

あらかじめ定める。 

オ 原子力災害医療体制についての資料を収集、整理する。 

カ 国、医療機関、防災関係機関と協力し、原子力災害医療活動を充実強化するため、放射線障害

に対応する医療機関の整備を進めるとともに、陸路及び空路による原子力災害医療派遣・搬送体

制を整備・維持する。 

キ 国、医療機関、関係機関等と連携し、住民等が避難区域等から避難する際に、住民等に対する

スクリーニング及び除染を実施する体制を整備する。 

ク 避難所等に救護所を設置し、被ばく等のない一般傷病者の医療救護を実施する体制を整備する

とともに、救護所間等の情報連絡体制について必要な体制を整備する。 

ケ 国及び市町村とともに、救護所等において心身の健康に関する相談に応じるための体制を整備

する。 

（削除） 

 

 

 

⑶ 原子力事業者の役割 

① （略） 

② 原子力事業者による原子力災害医療体制整備 

ア 原子力事業者は、発電所内での指揮命令、通報連絡及び情報伝達に係る体制を整備するととも

に、県、市町村、医療機関及び搬送機関等との通報連絡、被ばく患者の搬送及び受入れについて

したため） 

 

県計画を踏ま

えた修正（緊

急被ばく医療

を原子力災害

医 療 に 修 正

（原災指針改

正の反映）。以

下同様。） 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（時

点修正） 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（ス

クリーニング

等を避難経路

上で実施する

ため） 

県計画を踏ま

えた修正（ス

クリーニング

体制の整備を

（2）キに記

載） 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の
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修正前 修正案 修正理由 

必要な体制を整備する。 

イ 原子力事業者は、被ばく患者の応急処置及び除染を行う設備等を整備し、維持・管理し、被ば

く医療を行える体制を整備する。 

 

 

 

 第 12節 住民等への的確な情報伝達体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、広報対話課、高齢者支援課、健康づくり推進課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①～② （略） 

③ 情報伝達体制・手段の整備 

ア 原子力災害の特殊性にかんがみ、国及び県と連携し、要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情

報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織、関係機関等の協力を得ながら

情報伝達体制の整備に努める。 

イ 放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力の下、コミュニティー放送局、ソーシャルメ

ディアを含むインターネット上の情報、広報用電光掲示板、有線放送、CATV、携帯端末の緊急速

報メール機能、ワンセグ放送の活用等の多様なメディアの活用体制の整備に努める。 

 

 

 

 第 13節～第 14節 （略）  

 

 

 

 

 

 

 

必要な体制を整備する。 

イ 原子力事業者は、被ばく患者の応急処置及び除染を行う設備等を整備し、維持・管理し、被ば

く医療を行える体制を整備する。 

 

 

 

 第 12節 住民等への的確な情報伝達体制の整備  

担当：危機管理課、市民安全課、広報対話課、高齢者支援課、健康づくり推進課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

①～② （略） 

③ 情報伝達体制・手段の整備 

ア 原子力災害の特殊性にかんがみ、国及び県と連携し、要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情

報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織、関係機関等の協力を得ながら

情報伝達体制の整備に努める。 

イ 放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力の下、コミュニティー放送局、ソーシャルメ

ディアを含むインターネット上の情報、（削除）     有線放送、CATV、携帯端末の緊急速

報メール機能、ワンセグ放送の活用等の多様なメディアの活用体制の整備に努める。 

 

 

 

 第 13節～第 14節 （略）  

 

 

 

 

 

 

 

反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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修正前 修正案 修正理由 

 第 15節 防災業務関係者の人材育成  

担当：人事課、市民安全課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

国及び県と連携し、応急対策全般への対応力を高めることにより、原子力防災対策の円滑な実施を

図るため、国、防災関係機関等が防災業務関係者に向けて実施する、原子力防災に関する研修の積極

的な活用を推進する等、人材育成に努める。 

また、国及び防災関係機関と連携して、以下に掲げる事項等について原子力防災業務関係者に対す

る研修を、必要に応じ実施する。さらに、訓練等において研修の成果を確認するなど、原子力災害対

策の特殊性を踏まえた研修内容の充実を図る。 

① 原子力防災体制及び組織に関すること 

② 原子力施設（発電所）の概要に関すること 

③ 原子力災害とその特性に関すること 

④ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

⑤ （追加）モニタリング（追加）の実施方法及び機器に関すること 

⑥ 原子力防災対策上の諸設備、機材及びその操作に関すること 

⑦ 緊急時に市、県及び国等が講じる対策の内容に関すること 

⑧ 緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

⑨ 放射線緊急被ばく医療(応急手当を含む)に関すること 

⑩ 緊急時の広報に関すること 

⑪ その他緊急時対応に関すること 

 

⑵ 県の役割 

① 国等が実施する研修機会の確保 

国、放射線総合医学研究所                    、公益財団法人原子力安

全技術センター、独立行政法人  日本原子力研究開発機構等の研修課程を有効に活用し、防災業

務関係者の研修機会を確保する。 

②、③ （略） 

⑶ （略） 

 

 

 第 15節 防災業務関係者の人材育成  

担当：人事課、市民安全課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

国及び県と連携し、応急対策全般への対応力を高めることにより、原子力防災対策の円滑な実施を

図るため、国、防災関係機関等が防災業務関係者に向けて実施する、原子力防災に関する研修の積極

的な活用を推進する等、人材育成に努める。 

また、国及び防災関係機関と連携して、以下に掲げる事項等について原子力防災業務関係者に対す

る研修を、必要に応じ実施する。さらに、訓練等において研修の成果を確認するなど、原子力災害対

策の特殊性を踏まえた研修内容の充実を図る。 

① 原子力防災体制及び組織に関すること 

② 原子力施設（発電所）の概要に関すること 

③ 原子力災害とその特性に関すること 

④ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

⑤ 緊急時モニタリング等の実施方法及び機器に関すること 

⑥ 原子力防災対策上の諸設備、機材及びその操作に関すること 

⑦ 緊急時に市、県及び国等が講じる対策の内容に関すること 

⑧ 緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

⑨ 原子力災害医療(応急手当を含む)に関すること 

⑩ 緊急時の広報に関すること 

⑪ その他緊急時対応に関すること 

 

⑵ 県の役割 

① 国等が実施する研修機会の確保 

国、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所、公益財団法人原子力安

全技術センター、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等の研修課程を有効に活用し、防災業

務関係者の研修機会を確保する。 

②、③ （略） 

⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（字

句修正） 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（名

称の変更） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第 16節 防災訓練等の実施  

担当：危機管理課、市民安全課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① 訓練計画の策定 

ア 国、県、原子力事業者等関係機関の支援のもと、次のような防災活動の要素ごと又は各要素を

組み合わせた訓練の実施計画の企画立案を県と共同又は独自に行う。 

(ｱ) 災害対策本部等の設置運営訓練 

(ｲ) 原子力防災センター（オフサイトセンター）への参集、立ち上げ、運営訓練 

(ｳ) 緊急時通信連絡訓練 

(ｴ) 緊急時モニタリング訓練 

(ｵ) 緊急被ばく医療訓練 

(ｶ) 住民に対する情報伝達訓練 

(ｷ) 住民等の屋内退避・避難訓練 

(ｸ) 消防活動訓練・人命救助活動訓練 

(ｹ) その他必要と認める訓練 

イ 原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第 13 条に基づき行う総合的な防災訓練に、本市

が含まれる場合には、住民避難及び住民に対する情報提供等の市が行うべき防災対策や複合災

害・重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練の実

施計画の企画立案に共同して参画する。 

② 訓練の実施 

ア 要素別訓練等の実施 

訓練計画に基づき、国、県、原子力事業者等関係機関と連携し、防災活動の要素ごと又は各要

素を組み合わせた訓練を定期的に実施する。 

イ 総合的な防災訓練の実施 

原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第 13 条に基づき行う総合的な防災訓練の実施

計画に基づいて必要に応じ住民の協力を得て、国、県、原子力事業者等と共同して総合的な防災

訓練を実施する。 

③ （略） 

 

⑵、⑶ （略） 

 第 16節 防災訓練等の実施  

担当：危機管理課、市民安全課 

 

１、２ （略） 

 

３ それぞれの役割 

⑴ 市の役割 

① 訓練計画の策定 

ア 国、県、原子力事業者等関係機関の支援のもと、次のような防災活動の要素ごと又は各要素を

組み合わせた訓練の実施計画の企画立案を県と共同又は独自に行う。 

(ｱ) 災害対策本部等の設置運営訓練 

(ｲ) 原子力防災センター（オフサイトセンター）への参集、立ち上げ、運営訓練 

(ｳ) 緊急時通信連絡訓練 

(ｴ) 緊急時モニタリング訓練 

(ｵ) 原子力災害医療訓練 

(ｶ) 住民に対する情報伝達訓練 

(ｷ) 住民等の屋内退避・避難訓練 

(ｸ) 消防活動訓練・人命救助活動訓練 

(ｹ) その他必要と認める訓練 

イ 内閣府    及び原子力規制委員会が原災法第 13 条に基づき行う総合的な防災訓練に、本市

が含まれる場合には、住民避難及び住民に対する情報提供等の市が行うべき防災対策や複合災

害・重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練の実

施計画の企画立案に共同して参画する。 

② 訓練の実施 

ア 要素別訓練等の実施 

訓練計画に基づき、国、県、原子力事業者等関係機関と連携し、防災活動の要素ごと又は各要

素を組み合わせた訓練を定期的に実施する。 

イ 総合的な防災訓練の実施 

内閣府    及び原子力規制委員会が原災法第 13 条に基づき行う総合的な防災訓練の実施

計画に基づいて必要に応じ住民の協力を得て、国、県、原子力事業者等と共同して総合的な防災

訓練を実施する。 

③ （略） 

 

⑵、⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

第第２２章章  緊緊急急事事態態応応急急対対策策  

 

 第１節 （略）  

 第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制の確保  

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、生活環境班、災害対策班（各区総合事務所） 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 施設敷地緊急事態等の発生情報等の連絡 

① 情報収集事態が発生した場合 

ア 原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその後の状

況について、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を行う。また、関係地方公共団体

に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

イ 原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場合には、連絡

体制の確立等の必要な体制をとる。また、情報収集事態の発生を認知したことについて、関係す

る指定地方公共機関に連絡する。 

② 警戒事態が発生した場合 

ア 原子力事業者の原子力防災管理者は、警戒事態が発生した場合は、国、県、ＰＡＺ       

   を含む市村のほか、安全協定に基づき、県内全市町村に通報・連絡する。 

イ 原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原子力事業者等により

報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発生及びその後の状況に

ついて、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を行う。また、関係地方公共団体に対

し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、ＰＡＺ        を含

む市村に対しては、連絡体制の確立等の必要な体制をとり、施設緊急事態要避難者の避難準備（避

難先、輸送手段の確保等）を行うよう、さらに、ＵＰＺ外          の区域を管轄す

る市町に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力

するよう、要請する。 

ウ 市は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、警戒事態の発生を認知した場合には、連

絡体制の確立等の必要な体制をとる。また、警戒事態の発生を認知したことについて、関係する

防災関係機関に連絡する。 

③ 原子力事業者から施設敷地緊急事態発生の通報・連絡があった場合 

第第２２章章  緊緊急急事事態態応応急急対対策策  

 

 第１節 （略）  

 第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制の確保  

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、生活環境班、災害対策班（各区総合事務所） 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 施設敷地緊急事態等の発生情報等の連絡 

① 情報収集事態が発生した場合 

ア 原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその後の状

況について、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を行う。また、関係地方公共団体

に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

イ 原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場合には、連絡

体制の確立等の必要な体制をとる。また、情報収集事態の発生を認知したことについて、関係す

る指定地方公共機関に連絡する。 

② 警戒事態が発生した場合 

ア 原子力事業者の原子力防災管理者は、警戒事態が発生した場合は、国、県、即時避難区域（Ｐ

ＡＺ）を含む市村のほか、安全協定に基づき、県内全市町村に通報・連絡する。 

イ 原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原子力事業者等により

報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発生及びその後の状況に

ついて、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を行う。また、関係地方公共団体に対

し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、即時避難区域（ＰＡＺ）を含

む市村に対しては、連絡体制の確立等の必要な体制をとり、施設緊急事態要避難者の避難準備（避

難先、輸送手段の確保等）を行うよう、さらに、ＵＰＺ外          の区域を管轄す

る市町に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力

するよう、要請する。 

エ 市は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、警戒事態の発生を認知した場合には、連

絡体制の確立等の必要な体制をとる。また、警戒事態の発生を認知したことについて、関係する

防災関係機関に連絡する。 

③ 原子力事業者から施設敷地緊急事態発生の通報・連絡があった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対

策を実施すべ

き地域の範囲

の区分の日本

語表記の併記 
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修正前 修正案 修正理由 

ア 原子力事業者の原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態発生後又は発生の通報を受けた場合、

官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、県、県警察本部、柏崎警察署、柏崎市消防本部、

新潟海上保安部、原子力防災専門官等に同時に文書をファクシミリで送付する。さらに、主要な

機関等に対してはその着信を確認する。 

あわせて、安全協定に基づき所定の様式により県内全市町村へ通報・連絡する。 

イ 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊急事態宣言を発出す

べきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等について

本市をはじめ官邸（内閣官房）、県、即時避難区域（ＰＡＺ）を含む市村、県警察及び公衆に連絡

する。また、ＰＡＺ        を含む市村に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難

実施、施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよ

う、ＵＰＺ        を含む市町に対しては、屋内退避の準備を行うよう、ＵＰＺ外   

        の区域を管轄する市町村に対しては、避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入

れ及び施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力す

るよう、要請する。 

ウ 市は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係する防災関係機関に連

絡する。 

エ 原子力保安検査官等現地に配置された国の職員は、施設敷地緊急事態発生後、直ちに現場の状

況等を確認し、また、原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、本市をはじめ県、原子力規

制委員会、重点区域を含む市町村に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 原子力事業者の原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態発生後又は発生の通報を受けた場合、

官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、県、県警察本部、柏崎警察署、柏崎市消防本部、

新潟海上保安部、原子力防災専門官等に同時に文書をファクシミリで送付する。さらに、主要な

機関等に対してはその着信を確認する。 

あわせて、安全協定に基づき所定の様式により県内全市町村へ通報・連絡する。 

イ 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊急事態宣言を発出す

べきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等について

本市をはじめ官邸（内閣官房）、県、即時避難区域（ＰＡＺ）を含む市村、県警察及び公衆に連絡

する。また、即時避難区域（ＰＡＺ）を含む市村に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難

実施、施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよ

う、避難準備区域（ＵＰＺ）を含む市町に対しては、屋内退避の準備を行うよう、放射線量監視

地域（ＵＰＺ外）の区域を管轄する市町村に対しては、避難した施設敷地緊急事態要避難者の受

入れ及び施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力

するよう、要請する。 

ウ 市は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係する防災関係機関に連

絡する。 

エ 原子力保安検査官等現地に配置された国の職員は、施設敷地緊急事態発生後、直ちに現場の状

況等を確認し、また、原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、本市をはじめ県、原子力規

制委員会、重点区域を含む市町村に連絡する。 
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修正前 修正案 修正理由 

 

【発電所内での事象発生時の通報経路】 

 

原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先 

電話によるファクシミリ着信の確認 

ファクシミリによる送信（ファクシミリが使えない場合、衛星電話等による連絡） 

電話等による連絡 

＊ 防災関係機関 ： 新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）第 1 章第 5 節に掲げる表中の「指定

地方行政機関」・「自衛隊」・「指定公共機関」・「指定地方公共機関｣・「その他の

公共機関｣ 

 

 

 

【発電所内での事象発生時（削除）】 

 

原災法第 10 条第 1 項に基づく通報先 

電話によるファクシミリ着信の確認 

ファクシミリによる送信（ファクシミリが使えない場合、衛星電話等による連絡） 

電話等による連絡 

＊ 防災関係機関 ： 新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）第 1 章第 6 節に掲げる表中の「指定

地方行政機関」・「自衛隊」・「指定公共機関」・「指定地方公共機関｣・「その他の

公共機関｣ 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（柏

崎刈羽原子力

発電所原子力

事業者防災業

務計画の改正

等 に 伴 う 修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制庁緊急事案対策室 
（原子力規制委員会） 

指定行政機関 

新潟県防災局原子力安全対策課 
（新潟県知事） 

＊ 防災関係機関 

柏崎市危機管理部防災･原子力課 
（柏崎市長） 

（県内全市町村 

･消防本部） 

刈羽村総務課（刈羽村長） 

新潟県警察本部警備第二課 

柏崎警察署警備課 

柏崎市消防本部 

長岡労働基準監督署安全衛生課 

新潟海上保安部警備救難課 

柏崎刈羽原子力規制事務所 

経済産業省東北経済産業局 
総務企画部総務課 

内閣府（内閣総理大臣） 
 

指定公共機関 

内閣官房 

内閣府政策統括官 
（原子力防災担当）付 

原子力事業者 

（原子力防災管理者） 

上記を除く市町村（市町村長） 

新潟労働局労働基準部健康安全課 

上越市（上越市長） 

 

近隣県  

陸上自衛隊東部方面総監部防衛部 
（第 12旅団司令部） 

経済産業省資源エネルギー庁 
原子力政策課 

原子力規制委員会 
原子力規制庁監視情報課 

指定行政機関 

新潟県防災局原子力安全対策課 
（新潟県知事） 

＊ 防災関係機関 

柏崎市市民生活部防災･原子力課 
（柏崎市長） 

（県内全市町村 

･消防本部） 

刈羽村総務課（刈羽村長） 

新潟県警察本部警備第二課 

柏崎警察署警備課 

柏崎市消防本部 

長岡労働基準監督署安全衛生課 

新潟海上保安部警備救難課 

柏崎刈羽原子力規制事務所 

経済産業省東北経済産業局 
総務企画部総務課 

内閣府・原子力規制委員会 
原子力規制庁原子力防災政策課 

 
指定公共機関 

内閣官房 

内閣府政策統括官（追加）付 

原子力事業者 

（原子力防災管理者） 

上記を除く市町村（市町村長） 

新潟労働局労働基準部健康安全課 

上越市（上越市長） 

 

近隣県  
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修正前 修正案 修正理由 

⑵ （略） 

⑶ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

県は、緊急時において、原子力規制委員会（全面緊急事態においては原子力災害対策本部。）の統

括により設置される緊急時モニタリングセンターに参画し、原子力災害による環境放射線の状況に関

する情報収集と防護措置の実施の判断材料及び住民等と環境への放射線影響の評価材料を的確に提供

し、住民の安全確保を図る。 

市は、事態の進展に応じて緊急時モニタリングの準備や緊急時モニタリングの実施等について、国

や県等の関係機関に協力する。 

① 緊急時モニタリング等の態勢 

県は、放射性物質又は放射線の影響を把握するため、（追加）               設

備・機器やモニタリング要員の配置を強化し、原子力規制委員会の統轄の下、県が定める「新潟県

緊急時モニタリング計画」及び原子力規制委員会が定める「緊急時モニタリング実施計画」に基づ

き、緊急時モニタリング等を実施する。 

② （略） 

③ 緊急時モニタリング結果の公表 

市及び県は、緊急時モニタリングセンターや関係機関と観測データを共有し、速やかに住民等に

（追加）モニタリング結果を周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ （略） 

⑶ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

県は、緊急時において、原子力規制庁が設置する                       

         緊急時モニタリングセンターに参画し、原子力災害による環境放射線の状況に関

する情報収集と防護措置の実施の判断材料及び住民等と環境への放射線影響の評価材料を的確に提供

し、住民の安全確保を図る。 

市は、事態の進展に応じて緊急時モニタリングの準備や緊急時モニタリングの実施等について、国

や県等の関係機関に協力する。 

① 緊急時モニタリング等の態勢 

県は、放射性物質又は放射線の影響を把握するため、緊急時モニタリングセンターに参画し、設

備・機器やモニタリング要員の配置の強化を図り            、県が定める「新潟県

緊急時モニタリング計画」及び原子力規制委員会が定める「緊急時モニタリング実施計画」に基づ

き、緊急時モニタリング等を実施する。 

② （略） 

③ 緊急時モニタリング結果の公表 

市及び県は、緊急時モニタリングセンターや関係機関と観測データを共有し、速やかに住民等に

緊急時モニタリング結果を周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第３節 活動体制の確立  

担当：情報収集・統括班、すべての班 

 

１ （略） 

 

２ 災害対策本部等の設置基準 

新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）に定める県災害対策本部等の設置基準に準拠し、以下の

設置基準を設ける。 

態勢 活動体制 設置基準 緊急事態区分 

第 1 次配備 災害警戒本部 1 柏崎市又は刈羽村で、震度 5 弱以上を観測

する地震が発生したとき 

 

(情報収集事

態) 

 

2 新潟県内    で、震度 6 弱以上を観測

する地震が発生したとき 

3 新潟県内                

で、大津波警報が発令されたとき 

4 発電所周辺の環境放射線モニタリングによ

って、空間放射線量率が 1μSv/ｈを超える数

値を検出したとき 

5 安全協定に基づく異常時の連絡等により、

警戒事態に相当する重要な故障が認められ

るとき 

6 その他市長が必要と認めるとき 

(警戒事態) 

第 2 次配備 災害対策本部 

現地災害対策本

部 

1 発電所の事故により原災法第 10 条に基づ

く通報があったとき 

2 原災法第 15 条に定める原子力緊急事態宣

言発令の基準に達したとき 

3 その他市長が必要と認めたとき 

(施設敷地 

緊急事態) 

(全面緊急事

態) 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑸ （略） 

 

 

 第３節 活動体制の確立  

担当：情報収集・統括班、すべての班 

 

１ （略） 

 

２ 災害対策本部等の設置基準 

新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）に定める県災害対策本部等の設置基準に準拠し、以下の

設置基準を設ける。 

態勢 活動体制 設置基準 緊急事態区分 

第 1 次配備 災害警戒本部 1 柏崎市又は刈羽村で、震度 5 弱以上を観測

する地震が発生したとき 

 

(情報収集事

態) 

 

2 柏崎市又は刈羽村で、震度 6 弱以上を観測

する地震が発生したとき 

3 柏崎市又は刈羽村の沿岸を含む津波予報区

で、大津波警報が発表されたとき 

4 発電所周辺の環境放射線モニタリングによ

って、空間放射線量率が 1μSv/ｈを超える

数値を検出したとき 

5 安全協定に基づく異常時の連絡等により、

警戒事態に相当する重要な故障が認められ

るとき 

6 その他市長が必要と認めるとき 

(警戒事態) 

第 2 次配備 災害対策本部 

現地災害対策本

部 

1 発電所の事故により原災法第 10 条に基づ

く通報があったとき 

2 原災法第 15 条に定める原子力緊急事態宣

言発令の基準に達したとき 

3 その他市長が必要と認めたとき 

(施設敷地 

緊急事態) 

(全面緊急事

態) 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

え修正（原災

指針改正の反

映） 
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修正前 修正案 修正理由 

⑹ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

国の原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止

するための応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと及び初期対応段階にお

ける避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、国の原子力災害対

策本部の下に、被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力

被災者生活支援チームを設置する。 

市は、初期対応段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する原子力被災

者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推進、環境（追加）モニタリ

ングの総合的な推進、適切な役割分担による汚染廃棄物の処理や除染等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

国の原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止

するための応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと及び初期対応段階にお

ける避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、国の原子力災害対

策本部の下に、被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力

被災者生活支援チームを設置する。 

市は、初期対応段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する原子力被災

者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推進、環境放射線モニタリン

グの総合的な推進、適切な役割分担による汚染廃棄物の処理や除染等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

修正前 修正案 修正理由 

 第４節 屋内退避・避難等の防護措置  

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、避難所対策班、食料調達班、物

資調達・輸送班、産業観光班、福祉・医療班、教育班、災害対策班（各区総合事務

所） 

 

１ 基本方針 

緊急時において、住民及び一時滞在者等の生命及び身体を原子力災害から保護するため、屋内退避・

避難等を指示した場合の対応等について定め、住民等の安全確保を図る。 

 

⑴ 屋内退避・避難等に関する指標 

放射性物質の放出等に伴う放射線被ばくから地域住民を防護するため、状況に応じ、住民及び一時

滞在者等に対して屋内退避・避難等の措置を講ずる。 

これらの屋内退避・避難等の措置についての基準となるＥＡＬは今後具体的に原子力事業者が定め

ることとなっている。また、ＯＩＬは今後国等における検討状況によるものとする。 

 

⑵ 屋内退避・避難の対応方針 

  屋内退避・避難の措置については、県の地域防災計画（原子力災害対策編）に定める「屋内退避・

避難等に関する対応方針」に基づき実施する。 

【県の屋内退避・避難等の対応方針】 

① 県は、施設敷地緊急事態発生時には、市と協力し、当日の気象条件、（追加）緊急時放射線予測

システム              等の情報を勘案し、即時避難区域（ＰＡＺ）の受入先の

調整、避難道路及び屋内退避をすべき区域（以下「屋内退避区域」という。）の検討を開始する。 

② 市及び県は、屋内退避・避難等の措置を講じる場合は、国と協力し、事故の不確実性や急速な

進展の可能性等を踏まえ、基本的にはＥＡＬ及びＯＩＬの考え方に基づいて実施する。 

ただし、住民の被ばく線量をできる限り抑えるために、予測線量、予測される放射性物質の放

出開始  までの時間、放出継続時間及び避難に要する予測時間等を勘案して対応する。 

③ 市は、必要な情報が十分に得られない場合や、予測線量を計算・推定する時間的余裕がない場

合、避難時の周囲の状況等により（追加）避難のために立ち退きを行うことがかえって危険を伴

う場合は（追加）                                    

県との連携を図りながら、屋内退避・避難等を行うことを検討する。 

④ 市及び県は、一時滞在者等の避難が確実に行われるよう、屋内退避・避難等の指示の周知及び

避難誘導 に際して十分に配慮する。 

 

 

 第４節 屋内退避・避難等の防護措置  

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、調整・渉外班、避難所対策班、食料調達班、物

資調達・輸送班、産業観光班、福祉・医療班、教育班、災害対策班（各区総合事務

所） 

 

１ 基本方針 

緊急時において、住民及び一時滞在者等の生命及び身体を原子力災害から保護するため、屋内退避・

避難等を指示した場合の対応等について定め、住民等の安全確保を図る。 

 

⑴ 屋内退避・避難等に関する指標 

放射性物質の放出等に伴う放射線被ばくから地域住民を防護するため、状況に応じ、住民及び一時

滞在者等に対して屋内退避・避難等の措置を講ずる。 

これらの屋内退避・避難等の措置についての基準となるＥＡＬは柏崎刈羽原子力発電所原子力事業

者防災業務計画に具体的に定められている。（削除） 

 

⑵ 屋内退避・避難の対応方針 

  屋内退避・避難の措置については、県の地域防災計画（原子力災害対策編）に定める「屋内退避・

避難等に関する対応方針」に基づき実施する。 

【県の屋内退避・避難等の対応方針】 

① 県は、警戒事態    発生時には、市と協力し、当日の気象条件、環境放射線モニタリング

結果、放射性物質拡散予測計算システム等の情報を勘案し、即時避難区域（ＰＡＺ）の受入先の

調整、避難道路及び屋内退避をすべき区域（以下「屋内退避区域」という。）の検討を開始する。 

② 市及び県は、屋内退避・避難等の措置を講じる場合は、国と協力し、事故の不確実性や急速な

進展の可能性等を踏まえ、基本的にはＥＡＬ及びＯＩＬの考え方に基づいて実施する。 

ただし、住民の被ばく線量をできる限り抑えるために、予測線量、予測される放射性物質の放

出開始  までの時間、放出継続時間及び避難に要する予測時間等を勘案して対応する。 

③ 市は、（削除）                                     

      周囲の状況等により、   避難する         ことがかえって危険を伴

う場合は屋内退避することを、屋内退避することがかえって危険を伴う場合は避難することを、

県との連携を図りながら、（削除）           検討する。 

④ 市及び県は、一時滞在者等の避難が確実に行われるよう、屋内退避・避難等の指示の周知及び

避難誘導 に際して十分に配慮する。 
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修正前 修正案 修正理由 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 屋内退避・避難の指示等 

① 住民等の屋内退避・避難の指示 

ア 避難準備区域（ＵＰＺ）の（追加）屋内退避・避難の指示（追加） 

(ｱ) 市長は、原子力事業者から全面緊急事態が発生した旨の通報を受けた場合には、避難準備区

域（ＵＰＺ）内の住民等に対し、速やかに屋内退避するよう指示する。 

その際、ＵＰＺ        内の自主避難者の受入を想定する際は、屋内退避計画地域

（ＰＰＡ）内の市指定避難所の中から受入施設を指定する。 

(ｲ) 知事は、国から避難が必要と判断される区域の指導、助言、又は指示があった場合、また、

独自に住民等の避難が必要と判断した場合には、避難調整を行った上で、市に対し、避難が必

要と判断される区域（以下「避難区域」という。）を速やかに通知し、市長を経由して、避難

住民を受け入れる市町村（以下「受入市町村」という。）及び避難施設名を示す       

   とともに、（追加）    避難区域に指定した住民等に、速やかに避難をするよう指

示する。 

また、当該避難を指示する場合において、知事は、受入市町村に対し、避難住民等の受入れ

を要請する。 

イ 屋内退避計画地域（ＰＰＡ）の住民等（追加）の屋内退避・避難の指示（追加） 

（追加） 

 

(ｱ) 知事は、住民等の屋内退避が必要と判断した場合には、市に対し、屋内退避区域を速やかに

通知する。 

(ｲ) 市長は、知事から通知を受けた場合には、屋内退避区域の住民等に対し、速やかに屋内退避

するよう指示する。 

(ｳ) 知事は、屋内退避区域の住民等の避難が必要と判断した場合には、追加措置として、市長を

経由して、速やかに避難をするよう指示する。 

 

ウ （略） 

 

 ⑵ 屋内退避・避難の実施 

① （略） 

② 避難の実施 

ア 市は、県及び受入市町村と協力し、県が調整した避難先となる受入市町村及び避難施設名、ス

クリーニングの場所等を示すとともに、避難先への誘導を行う。 

２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 屋内退避・避難の指示等 

① 住民等の屋内退避・避難の指示 

ア 避難準備区域（ＵＰＺ）の住民等への屋内退避・避難（削除）指示等 

(ｱ) 市長は、原子力事業者から全面緊急事態が発生した旨の通報を受けた場合には、避難準備区

域（ＵＰＺ）内の住民等に対し、速やかに屋内退避するよう指示する。 

その際、避難準備区域（ＵＰＺ）内の自主避難者の受入を想定する際は、放射線量監視地域

（ＵＰＺ外）の市指定避難所の中から受入施設を指定する。 

(ｲ) 知事は、国から避難が必要と判断される区域の指導、助言、又は指示があった場合、また、

独自に住民等の避難が必要と判断した場合には、避難調整を行った上で、市に対し、避難が必

要と判断される区域（以下「避難区域」という。）を速やかに通知し、（削除）     避難

住民を受け入れる市町村（以下「受入市町村」という。）及び避難経由所又は避難施設名を確

認するとともに、市長を経由して、避難区域に指定した住民等に、速やかに避難をするよう指

示する。 

また、当該避難を指示する場合において、知事は、受入市町村に対し、避難住民等の受入れ

を要請する。 

イ 放射線量監視地域（ＵＰＺ外）の住民等へ  の屋内退避・避難（削除）指示等 

知事及び市長は、必要に応じて避難準備区域（ＵＰＺ）と同様に屋内退避及び避難等の対応を

実施する。 

(ｱ) （削除） 

 

(ｲ)  （削除） 

 

(ｳ)   （削除） 

 

 

ウ （略） 

 

 ⑵ 屋内退避・避難の実施 

① （略） 

② 避難の実施 

ア 市は、県及び受入市町村と協力し、県が調整した避難先となる受入市町村及び避難施設名、ス

クリーニングの場所等を示すとともに、避難先への誘導を行う。 

性により判断

す る た め 削

除・文言整理） 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 

県計画を踏ま

えた修正（Ｕ

ＰＺの避難住

民は、避難経

由所のほか、

避難先へ直接

向かうことも

想定されてい

るため修正・

原災指針改正

の反映） 
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修正前 修正案 修正理由 

イ 市は、県や関係機関と協力し、自家用車両を含めバス、鉄道、船舶等のあらゆる避難手段を検

討のうえ円滑に避難できる手段を指示する。 

ウ 市は、県、北陸地方整備局、東日本高速道路（株） 等の道路管理者から情報提供を受け、適

切な避難経路を指示するとともに、交通整理を行っている警察官等の指示に従うよう周知する。 

エ 自家用車両等の利用の困難な住民は、あらかじめ示した集合場所へ参集のうえ、避難用バス等

で避難する。 

オ 市は、県及びバス事業者の協力により必要な避難用バスを手配する。また、必要に応じて自衛

隊及び第九管区海上保安本部の協力によって、空路及び海上輸送を行う。 

カ 市は、県と協力し、避難を指示した後、対象区域内に残留者がいないか確認を行う。また、戸

別訪問、（追加）    避難所における確認等あらかじめ定められた方法により住民の避難状況

を確認する。 

キ 県は、住民等の避難誘導に当たり、避難市町村に協力し、住民等に向けて、避難やスクリーニ

ング等の場所の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。また、県はこれら

の情報について、国の原子力災害現地対策本部等に対しても情報提供する。 

 

⑶ 避難の実施における関係機関等の連携 

① 県は、避難の実施にあたり、関係機関と連携し可能な限り支援、協力に努めるとともに、住民等

の避難誘導に当たっては、受入市町村と調整し、（追加）    避難所の所在、避難路の状況、災

害の概要その他避難に資する情報を提供する。 

② 県は、県の区域を越えて住民を避難させる必要が生じた時は、あらかじめ近隣県と協議した事項

に基づき、避難を実施する。 

③ 県警察は、関係機関と連携し、円滑な避難が実施できるよう交通規制、誘導等を実施する。また、

道路管理者等と協力し、市長等が避難を勧告又は指示した区域について外部から車両等が進入しな

いよう指導するなど、勧告又は指示の実効を上げるため、交通の規制及び立入制限等必要な措置を

実施する。 

④ 受入市町村は、選定された（追加）    避難所を開設するほか、主要道路から（追加）    避

難所までの誘導や（追加）   避難所の運営など、市と連携して避難住民を支援する。 

なお、受入市町村は、（追加）    避難所の運営にあたり、保健衛生面、男女の違い、人権の

保護等幅広い観点から、避難者の心身の健康維持及び人権に可能なかぎり配慮した対策を講ずるよ

う努める。 

⑤ 受入市町村は、県、県警察及び市と協力し避難所に避難者のための相談所を速やかに開設すると

ともに相談業務を実施する。また、保健師等による巡回健康相談等も実施する。 

⑥ 受入市町村は、県及び市と協力し、避難者の動向を把握する。 

また、避難者の流入により避難者      の収容人員を超えて避難者が参集しつつあると判

断した場合は、他の余裕ある（追加）  避難所又は新たに開設した（追加）  避難所で受け入

イ 市は、県や関係機関と協力し、自家用車両を含めバス、鉄道、船舶等のあらゆる避難手段を検

討のうえ円滑に避難できる手段を指示する。 

ウ 市は、県、北陸地方整備局、東日本高速道路株式会社等の道路管理者から情報提供を受け、適

切な避難経路を指示するとともに、交通整理を行っている警察官等の指示に従うよう周知する。 

エ 自家用車両等の利用の困難な住民は、あらかじめ示した集合場所へ参集のうえ、避難用バス等

で避難する。 

オ 市は、県及びバス事業者の協力により必要な避難用バスを手配する。また、必要に応じて自衛

隊及び第九管区海上保安本部の協力によって、空路及び海上輸送を行う。 

カ 市は、県と協力し、避難を指示した後、対象区域内に残留者がいないか確認を行う。また、戸

別訪問、避難経由所又は避難所における確認等あらかじめ定められた方法により住民の避難状況

を確認する。 

キ 県は、住民等の避難誘導に当たり、避難市町村に協力し、住民等に向けて、避難やスクリーニ

ング等の場所の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。また、県はこれら

の情報について、国の原子力災害現地対策本部等に対しても情報提供する。 

 

⑶ 避難の実施における関係機関等の連携 

① 県は、避難の実施にあたり、関係機関と連携し可能な限り支援、協力に努めるとともに、住民等

の避難誘導に当たっては、受入市町村と調整し、避難経由所又は避難所の所在、避難路の状況、災

害の概要その他避難に資する情報を提供する。 

② 県は、県の区域を越えて住民を避難させる必要が生じた時は、あらかじめ近隣県と協議した事項

に基づき、避難を実施する。 

③ 県警察は、関係機関と連携し、円滑な避難が実施できるよう交通規制、誘導等を実施する。また、

道路管理者等と協力し、市長等が避難を勧告又は指示した区域について外部から車両等が進入しな

いよう指導するなど、勧告又は指示の実効を上げるため、交通の規制及び立入制限等必要な措置を

実施する。 

④ 受入市町村は、選定された避難経由所及び避難所を開設するほか、主要道路から避難経由所及び

避難所までの誘導や避難経由所及び避難所の運営など、市と連携して避難住民を支援する。 

なお、受入市町村は、避難経由所及び避難所の運営にあたり、保健衛生面、男女の違い、人権の

保護等幅広い観点から、避難者の心身の健康維持及び人権に可能なかぎり配慮した対策を講ずるよ

う努める。 

⑤ 受入市町村は、県、県警察及び市と協力し避難所に避難者のための相談所を速やかに開設すると

ともに相談業務を実施する。また、保健師等による巡回健康相談等も実施する。 

⑥ 受入市町村は、県及び市と協力し、避難者の動向を把握する。 

また、避難者の流入により避難経由所・避難所の許容人員を超えて避難者が参集しつつあると判

断した場合は、他の余裕ある避難経由所・避難所又は新たに開設した避難経由所・避難所で受け入
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追加） 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（ま

ず避難経由所

を目指すため

追加） 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（ま

ず避難経由所

を目指すため

追加） 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（ま



 

44 

 

修正前 修正案 修正理由 

れ、（追加）   避難所の管理者を通じて避難者に伝達するとともに、県等の協力を得て必要に応

じて移動のための車両を手配する。 

⑦ 放送事業者は、屋内退避・避難等の指示等があったときは、速やかに指示の内容について、正確

かつ簡潔に放送する。 

⑧ 国は、市及び県が、被災により自ら広域一時滞在のための協議を行うことが不可能な場合は、広

域一時滞在のための協議を当該市に代わって行う。 

 

（追加） 

 

 

 

⑷ 要配慮者の支援 

（略） 

 

⑸ 学校等施設における避難措置 

（略） 

 

⑹ 飲食物、生活必需品等の支援 

（略） 

 

⑺ 屋内退避・避難の解除 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れ、避難経由所・避難所の管理者を通じて避難者に伝達するとともに、県等の協力を得て必要に応

じて移動のための車両を手配する。 

⑦ 放送事業者は、屋内退避・避難等の指示等があったときは、速やかに指示の内容について、正確

かつ簡潔に放送する。 

⑧ 国は、市及び県が、被災により自ら広域一時滞在のための協議を行うことが不可能な場合は、広

域一時滞在のための協議を当該市に代わって行う。 

 

⑷ 避難の際の住民等に対するスクリーニング等の実施  

県は、国、医療機関、関係機関等の協力を得ながら、住民等が避難区域等から避難する際に、住民

等に対するスクリーニング及び除染を実施する。  

 

⑸ 要配慮者の支援 

（略） 

 

⑹ 学校等施設における避難措置 

（略） 

 

⑺ 飲食物、生活必需品等の支援 

（略） 

 

⑻ 屋内退避・避難の解除 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ず避難経由所

を目指すため

追加・字句訂

正・文言整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第５節 治安の確保  

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 警戒区域の設定等 

①、② （略） 

③ 市及び県は、応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における治安の確保について県警察

及び第九管区海上保安本部と協議し、万全を期す。 

特に、避難を勧告又は指示した区域及びその周辺において、パトロールや生活の安全に関する情

報の提供等を実施し、盗難等の各種犯罪の未然防止に努めるとともに、上越地域消防事務組合と協

力し、応急対策実施区域及びその周辺における火災予防に努める。 

⑵～⑷ （略） 

 

 

 

 第６節 （略）  

 第７節 緊急輸送活動  

担当：物資調達・輸送班、情報収集・統括班、調整・渉外班、土木班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 緊急輸送活動 

① （略） 

② 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は以下のものとする。 

ア、イ （略） 

ウ 緊急事態対応方針決定会議の構成員（国の現地災害対策本部長及び県の災害対策本部長、関係

市町村の現地災害対策本部長等）、緊急事態応急対策要員（合同対策協議会構成員、国の専門家、

緊急時モニタリング要員、情報通信要員等）及び必要とされる資機材 

 第５節 治安の確保  

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 警戒区域の設定等 

①、② 略 

③ 市及び県は、応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における治安の確保について県警察

及び第九管区海上保安本部と協議し、万全を期す。 

特に、避難を勧告又は指示した区域及びその周辺において、パトロールや生活の安全に関する情

報の提供等を実施し、窃盗等の各種犯罪の未然防止に努めるとともに、上越地域消防事務組合と協

力し、応急対策実施区域及びその周辺における火災予防に努める。 

⑵～⑷ （略） 

 

 

 

 第６節 （略）  

 第７節 緊急輸送活動  

担当：物資調達・輸送班、情報収集・統括班、調整・渉外班、土木班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 緊急輸送活動 

① （略） 

② 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は以下のものとする。 

ア、イ （略） 

ウ 国の現地対策本部長及び県の現地対策本部長、関係市町村の現地対策本部長等        

              、緊急事態応急対策要員（合同対策協議会構成員、国の専門家、

緊急時モニタリング要員、情報通信要員等）及び必要とされる資機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 
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えた修正（時
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修正前 修正案 修正理由 

エ～カ （略） 

③ （略） 

 

⑵ 緊急輸送のための交通確保 

県警察は、緊急輸送のための交通確保について、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して交通規制

等を行う。 

なお、災害対応に使用する車両に関しては、災対法及び原災法に基づく手続等に従い対応する。 

関係する道路管理者は、交通規制に当たる県警察と、原子力災害合同対策協議会において、相互に

密接な連絡をとり、緊急輸送のための交通を確保するために必要な措置をとる。 

 

 

 

 第８節 救助・救急、消火及び医療活動  

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、土木班 

 

１ （略） 

 

２ 業務の体系 

■ 原子力事業者の消火体制 

■ 救助・救急及び消火活動 

■ 海上における救助・救急対策 

■ 空からの救助・救急対策 

■ 緊急被ばく医療の措置 

■ 安定ヨウ素剤の予防服用 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑷ （略） 

 

⑸ 緊急被ばく医療の措置 

① 緊急時医療本部の設置 

県は、県災害対策本部を設置したときは、緊急時医療本部を設置するとともに、必要に応じてス

クリーニング班、救護班、二次  被ばく医療班を編成し、緊急被ばく医療活動を行う。 

② 国等への応援要請 

県は、必要と認められる場合は、国、地域の基幹医療機関等に対し、医師、看護師、薬剤師、診

エ～カ （略） 

③ （略） 

 

⑵ 緊急輸送のための交通確保 

県警察は、緊急輸送のための交通確保について、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して交通規制

等を行う。 

なお、災害対応に使用する車両に関しては、災対法及び原災法に基づく手続等に従い対応する。 

関係する道路管理者は、交通規制に当たる県警察と、（削除）  合同対策協議会において、相互に

密接な連絡をとり、緊急輸送のための交通を確保するために必要な措置をとる。 

 

 

 

 第８節 救助・救急、消火及び医療活動  

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班、物資調達・輸送班、福祉・医療班、土木班 

 

１ （略） 

 

２ 業務の体系 

■ 原子力事業者の消火体制 

■ 救助・救急及び消火活動 

■ 海上における救助・救急対策 

■ 空からの救助・救急対策 

■ 原子力災害医療の措置 

■ 安定ヨウ素剤の予防服用 

 

３ 業務の内容 

⑴～⑷ （略） 

 

⑸ 原子力災害医療の措置 

① 緊急時医療本部の設置 

県は、県災害対策本部を設置したときは、緊急時医療本部を設置するとともに、必要に応じてス

クリーニング班、救護班、（削除）被ばく医療班を編成し、原子力災害医療活動を行う。 

② 国等への応援要請 

県は、必要と認められる場合は、国、地域の基幹医療機関等に対し、医師、看護師、薬剤師、診

事態対応方針

決定会議は無

く な っ た た

め。）） 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の
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修正前 修正案 修正理由 

療放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機器等の提供を要請する。 

③ 緊急被ばく医療活動の実施 

原子力災害時には、放射線被ばく又は放射性物質による汚染（以下「被ばく等」という。）を受け

た者等のほか、原子力災害時の混乱等により生じる一般傷病者等への医療を実施する。 

（追加） 

 

 

ア 救護所の設置 

県は、屋内退避所及び避難所に救護所を設置し、住民に対する汚染検査、除染等を実施する。 

なお、市は、救護所の運営を支援する。 

イ 初期被ばく医療 

(ｱ) スクリーニング班は、必要に応じて（追加）                放射線医学総

合研究所等から派遣された緊急被ばく医療派遣チームの指導を受け、救護所において      

        住民（追加）の汚染検査、    除染等を行うとともに、原子力災害現地対

策本部医療班の医療総括責任者の指示に基づき、汚染や被ばくの可能性のある傷病者の医療機

関や救急組織への搬送・受入れを支援する。 

(ｲ) 救護班は、救護所において、被ばく等のない一般傷病者の医療救護を行う。 

(ｳ) 初期被ばく医療を担う医療機関においては、被ばく患者の外来診療（拭き取り等の簡易な除染

や救急処置等）を行う。 

ウ 二次被ばく医療 

二次被ばく医療班は、軽度の被ばく等を受けた者に対し、県立がんセンター新潟病院に設置さ

れた二次被ばく医療施設において、二次被ばく医療を実施する。 

エ 三次被ばく医療 

二次被ばく医療の結果、さらに放射線被ばくによる障害の専門的治療が必要とされる高線量被

ばく患者や重篤な内部被ばく患者等については、三次被ばく医療機関である放射線医学総合研究

所に転送する。 

オ 要配慮者への配慮 

県は、緊急被ばく医療の実施に関して、要配慮者に十分配慮する。 

④ 二次緊急医療施設等への傷病者の搬送 

二次緊急被ばく医療機関（県立がんセンター新潟病院）への傷病者の搬送は、上越地域消防事務

組合の救急車又は県消防防災ヘリコプターにより行う。 

また、県は、自ら必要と認める場合又は関係市町村等から被ばく者の放射線専門病院等への搬送

について要請があった場合は、必要に応じ、自衛隊へ空路による搬送を要請するとともに、消防庁

に対し搬送手段の優先的確保など特段の配慮を要請する。 

なお、緊急被ばく医療活動の詳細については、県の「緊急被ばく医療活動実施要領」に定める。 

療放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機器等の提供を要請する。 

③ 原子力災害医療活動の実施 

原子力災害時には、放射線被ばく又は放射性物質による汚染（以下「被ばく等」という。）を受け

た者等のほか、原子力災害時の混乱等により生じる一般傷病者等への医療を実施する。 

なお、原子力災害医療協力機関の登録及び原子力災害拠点病院の指定により、十分な原子力災害

医療体制が確保されるまでは、従来の医療体制（初期被ばく医療機関、二次被ばく医療機関）も維

持されるものとする。  

（削除） 

 

 

ア 初期対応 

(ｱ) スクリーニング班は、必要に応じて国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総

合研究所等から派遣された原子力災害医療派遣チームの指導を受け、住民等が避難区域等から

避難する際に、住民等   のスクリーニング及び除染等を行うとともに、原子力災害現地対

策本部医療班の医療総括責任者の指示に基づき、汚染や被ばくの可能性のある傷病者の医療機

関や救急組織への搬送・受入れを支援する。 

(ｲ) 救護班は、救護所において、被ばく等のない一般傷病者の医療救護を行う。 

(ｳ) 原子力災害医療協力機関は、被ばく傷病者等の初期診療及び救急医療等を行う。  

 

イ 原子力災害拠点病院における医療 

原子力災害拠点病院は、汚染の有無にかかわらず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合には

線量測定、除染処置及び専門的な医療対策を実施するとともに、必要に応じて入院診療等を行う。  

ウ 高度被ばく医療 

原子力災害拠点病院で対応することが困難な高度専門的な除染、線量評価及び診療が必要とさ

れる重篤な被ばく患者等については、高度被ばく医療支援センターである福島県立医科大学等に

転送する。 

エ 要配慮者への配慮 

県は、原子力災害医療の実施に関して、要配慮者に十分配慮する。 

④ 原子力災害拠点病院への傷病者の搬送 

原子力災害拠点病院                への傷病者の搬送は、上越地域消防事務

組合の救急車又は県消防防災ヘリコプターにより行う。 

また、県は、自ら必要と認める場合又は関係市町村等から被ばく者の放射線専門病院等への搬送

について要請があった場合は、必要に応じ、自衛隊へ空路による搬送を要請するとともに、消防庁

に対し搬送手段の優先的確保など特段の配慮を要請する。 

なお、原子力災害医療活動の詳細については、県の「原子力災害医療マニュアル」に定める。 

 

 

 

 

県計画を踏ま
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修正前 修正案 修正理由 

 

⑹ 安定ヨウ素剤の予防服用 

原子力規制委員会は、原則として、安定ヨウ素剤の服用の必要性を判断し、その判断を踏まえ国の

原子力災害対策本部、県又は市町村が住民等に指示することにより服用させる。 

国の原子力災害対策本部は、原子力規制委員会の判断及び原子力災害対策本部の指示について、速

やかに県及び重点区域を含む市町村に伝達する。 

① 事前配布された安定ヨウ素剤の服用 

県及び避難対象区域を含む市町村は、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、又は原子力規制

委員会の判断を踏まえ、原則として住民等が避難する際に速やかに安定ヨウ素剤を服用できるよう

必要な措置を講じる。 

② 緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用 

県及び避難対象区域を含む市町村は、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、又は原子力規制

委員会の判断を踏まえ、原則として医師の関与の下で、住民等が速やかに安定ヨウ素剤を服用でき

るよう必要な措置を講じる。 

ただし、時間的制約等により、医師を立ち会わせることができない場合には、薬剤師の協力を求

める等、あらかじめ定める代替の手続きによる。 

③ 安定ヨウ素剤の予防服用 

県及び避難対象区域を含む市町村は、事態の進展が急速な場合であって、原子力規制委員会の判

断を得ることができない等の事象があるときは、原子力災害対策指針を踏まえ、独自の判断により、

放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には、直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を

服用できるよう、服用するべき時機及び服用の方法の指示、医師及び薬剤師の確保その他必要な措

置を講じる。 

 

 

 

 第９節 住民等への的確な情報伝達活動  

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、災害対策班（各区総合事務所） 

 

１ 基本方針 

放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられない    などの原子力災害の特殊性を勘案

し、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ、異常事態による影響をできるかぎり低

くするため、住民等に対する情報提供、広報を迅速かつ的確に行う。 

 

２ （略） 

 

⑹ 安定ヨウ素剤の予防服用 

原子力規制委員会は、原則として、安定ヨウ素剤の服用の必要性を判断し、その判断を踏まえ国の

原子力災害対策本部、県又は市町村が住民等に指示することにより服用させる。 

国の原子力災害対策本部は、原子力規制委員会の判断及び原子力災害対策本部の指示について、速

やかに県及び重点区域を含む市町村に伝達する。 

① 事前配布された安定ヨウ素剤の服用 

県及び避難対象区域を含む市町村は、原子力規制委員会の判断及び原子力災害対策本部の指示に

基づき、       原則として住民等が避難する際に速やかに安定ヨウ素剤を服用できるよう

必要な措置を講じる。 

② 緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用 

県及び避難対象区域を含む市町村は、原子力規制委員会の判断及び原子力災害対策本部の指示に

基づき、       原則として医師の関与の下で、住民等が速やかに安定ヨウ素剤を服用でき

るよう必要な措置を講じる。 

ただし、時間的制約等により、医師を立ち会わせることができない場合には、薬剤師の協力を求

める等、あらかじめ定める代替の手続きによる。 

③ 安定ヨウ素剤の予防服用 

県及び避難対象区域を含む市町村は、事態の進展が急速な場合であって、原子力規制委員会の判

断を得ることができない等の事象があるときは、原災指針    を踏まえ、独自の判断により、

放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には、直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を

服用できるよう、服用するべき時機及び服用の方法の指示、医師及び薬剤師の確保その他必要な措

置を講じる。 

 

 

 

 第９節 住民等への的確な情報伝達活動  

担当：情報収集・統括班、広報・記録班、災害対策班（各区総合事務所） 

 

１ 基本方針 

放射性物質及び放射線による影響は五感で感じることができないなどの原子力災害の特殊性を勘案

し、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ、異常事態による影響をできるかぎり低

くするため、住民等に対する情報提供、広報を迅速かつ的確に行う。 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（字

句整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針の表記

に統一） 
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修正前 修正案 修正理由 

 

３ 業務の内容 

⑴ 住民等への情報伝達活動 

① 迅速かつ的確な情報提供 

市及び県は、原子力事業者が迅速に公表する事実及び国が行う発電所の安全性の評価に基づき、

住民等に対して情報を速やかに広報する。 

なお、広報にあたっては、事故の状況、モニタリングポスト等の観測値、避難の必要性及び住民

がとるべき行動の指針等について広報するものとし、これらの情報が入手できない場合でも    

その旨広報し、住民等に不安や混乱が生じないよう配慮する。 

また、県は、広報した内容について、市町村及び消防本部に対して、防災行政無線等により連絡

する。 

②、③ （略） 

④ 住民等ニーズに応じた情報提供及び要配慮者への配慮 

市は、役割に応じて住民等のニーズを十分把握し、原子力災害の状況（追加）(原子力事業所等の

事故の状況、モニタリングの結果、参考としての気象や放射性物質の大気中拡散予測計算結果等)、

安否情報、医療機関等の情報、飲食物、農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び摂取・出荷制限

等の状況、市が講じている施策に関する情報、交通規制、避難経路や避難所等、住民等に役立つ正

確かつきめ細やかな情報を提供する。なお、その際、住民等の心理的動揺並びに要配慮者、一時滞

在者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広

域避難者等に配慮した伝達を行う。 

⑤ 情報の一元化 

市は、原子力災害合同対策協議会の場（追加）を通じて十分に内容を確認した上で住民等に対す

る情報の公表、広報活動を行う。その際、その内容について国の原子力災害対策本部、原子力災害

現地対策本部、指定行政機関、公共機関、県、周辺市町村及び原子力事業者と相互に連絡をとりあ

う。 

⑥、⑦ （略） 

 

⑵、⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 業務の内容 

⑴ 住民等への情報伝達活動 

① 迅速かつ的確な情報提供 

市及び県は、原子力事業者が迅速に公表する事実及び国が行う発電所の安全性の評価に基づき、

住民等に対して情報を速やかに広報する。 

なお、広報にあたっては、事故の状況、モニタリングポスト等の観測値、避難の必要性及び住民

がとるべき行動の指針等について広報するものとし、これらの情報が入手できない場合であっても

その旨広報し、住民等に不安や混乱が生じないよう配慮する。 

また、県は、広報した内容について、市町村及び消防本部に対して、防災行政無線等により連絡

する。 

②、③ （略） 

④ 住民等ニーズに応じた情報提供及び要配慮者への配慮 

市は、役割に応じて住民等のニーズを十分把握し、原子力災害の状況等   (原子力事業所等の

事故の状況、モニタリングの結果、参考としての気象や放射性物質の大気中拡散予測計算結果等)、

安否情報、医療機関等の情報、飲食物、農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び摂取・出荷制限

等の状況、市が講じている施策に関する情報、交通規制、避難経路や避難所等、住民等に役立つ正

確かつきめ細やかな情報を提供する。なお、その際、住民等の心理的動揺並びに要配慮者、一時滞

在者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広

域避難者等に配慮した伝達を行う。 

⑤ 情報の一元化 

市は、原子力災害合同対策協議会の場等   を通じて十分に内容を確認した上で住民等に対す

る情報の公表、広報活動を行う。その際、その内容について国の原子力災害対策本部、原子力災害

現地対策本部、指定行政機関、公共機関、県、周辺市町村及び原子力事業者と相互に連絡をとりあ

う。 

⑥、⑦ （略） 

 

⑵、⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（Ｔ

Ｖ会議システ

ム が 整 備 さ

れ、必ずしも

合同対策協議

会でなくとも

情報共有等が

可能なため修

正） 
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修正前 修正案 修正理由 

 第 10節 （略）  

 第 11節 防災業務関係者防護対策  

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 防災業務関係者の安全確保 

① （略） 

② 防災業務関係者の放射線防護 

ア 防災業務関係者の放射線防護については、あらかじめ定められた緊急時の防災関係者の放射線

防護に係る基準に基づき行う。 

なお、この防災業務関係者の放射線防護に係る指標は上限であり、防災活動に係る被ばく線量

をできる限り少なくするよう努力する。特に、女性については、胎児防護の観点から適切な配慮

を行う。 

イ 市は、県と連携又は独自に職員の被ばく管理を行う。 

ウ 市の放射線防護を担う班は、原子力防災センター等において、必要に応じ県など関係機関に対

し除染等の医療措置を要請する。 

エ 市は、応急対策活動を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保する。 

オ 市は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、原子力防災センター等において、国、県及び

原子力事業者と相互に密接な情報交換を行う。 

 

 

 

 第 12節 （略）  

 第 13節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応   

担当：情報収集・統括班、すべての班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

 第 10節 （略）  

 第 11節 防災業務関係者防護対策  

担当：情報収集・統括班、調整・渉外班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

⑴ 防災業務関係者の安全確保 

① （略） 

② 防災業務関係者の放射線防護 

ア 防災業務関係者の放射線防護については、あらかじめ定められた緊急時の防災関係者の放射線

防護に係る基準に基づき行う。 

なお、この防災業務関係者の放射線防護に係る基準は上限であり、防災活動に係る被ばく線量

をできる限り少なくするよう努力する。特に、女性については、胎児防護の観点から適切な配慮

を行う。 

イ 市は、県と連携又は独自に職員の被ばく管理を行う。 

ウ 市の放射線防護を担う班は、原子力防災センター等において、必要に応じ県など関係機関に対

し除染等の医療措置を要請する。 

エ 市は、応急対策活動を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保する。 

オ 市は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、原子力防災センター等において、国、県及び

原子力事業者と相互に密接な情報交換を行う。 

 

 

 

 第 12節 （略）  

 第 13節 核燃料物質等の運搬中の事故への 対応   

担当：情報収集・統括班、すべての班 

 

１、２ （略） 

 

３ 業務の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言の統一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

⑴ 原子力事業者の活動 

① （略） 

② 原子力事業者等は、原子力災害の発生の防止を図るため、直ちに、携行した防災資機材を用いて、

次に掲げる危険時の措置等を迅速かつ的確に実施する。さらに、直ちに必要な要員を現場に派遣す

るとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資機材の派遣要請を行う。 

ア 消火・延焼の防止の措置 

イ 立入制限区域の設定 

ウ （追加）モニタリングの実施 

エ 核燃料物質による汚染・漏えいの拡大防止及び除去対策の実施 

オ 付近にいる者の避難 

カ 放射線障害を受けた者の救出・避難等の措置 

キ その他放射線障害の防止のために必要な措置等 

 

⑵～⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 原子力事業者の活動 

① （略） 

② 原子力事業者等は、原子力災害の発生の防止を図るため、直ちに、携行した防災資機材を用いて、

次に掲げる危険時の措置等を迅速かつ的確に実施する。さらに、直ちに必要な要員を現場に派遣す

るとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資機材の派遣要請を行う。 

ア 消火・延焼の防止の措置 

イ 立入制限区域の設定 

ウ 環境放射線モニタリングの実施 

エ 核燃料物質による汚染・漏えいの拡大防止及び除去対策の実施 

オ 付近にいる者の避難 

カ 放射線障害を受けた者の救出・避難等の措置 

キ その他放射線障害の防止のために必要な措置等 

 

⑵～⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（字

句整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

第３章 複合災害対策 

 第１節 （略）  

 第２節 複合災害時における応急対策   

担当：情報収集・統括班、すべての班 

 

１（略） 

 

２ 業務の体系 

■情報の収集・連絡 

↓ 

■緊急時モニタリング 

↓ 

■住民等への情報伝達活動 

↓ 

■屋内退避・避難等 

↓ 

■緊急被ばく医療 

↓ 

■緊急輸送活動 

↓ 

■救助・救急及び消火活動 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

 

⑵ 緊急時モニタリング 

県は、緊急時モニタリングの正常なデータを得るため、地震等によるモニタリングポストの破損の

有無などの稼働状況確認や電源喪失時等の設備・機器等の代替機能の確保に留意する。 

① 県は、モニタリングポストが被災した場合、まず県のモニタリングカーや可搬型モニタリングポ

スト等の設備・機器の移送補充により対応する。 

また、被災等によりモニタリングポストの測定結果等を得られない場合には、気象予測や放射性

物質の大気中拡散予測を参考に、モニタリングを優先すべき区域を決めることも考える。 

第３章 複合災害対策 

 第１節 （略）  

 第２節 複合災害時における応急対策   

担当：情報収集・統括班、すべての班 

 

１ （略） 

 

２ 業務の体系 

■情報の収集・連絡 

↓ 

■緊急時モニタリング 

↓ 

■住民等への情報伝達活動 

↓ 

■屋内退避・避難等 

↓ 

■原子力災害医療 

↓ 

■緊急輸送活動 

↓ 

■救助・救急及び消火活動 

 

３ 業務の内容 

⑴ （略） 

 

⑵ 緊急時モニタリング 

県は、緊急時モニタリングの正常なデータを得るため、地震等によるモニタリングポストの破損の

有無などの稼働状況確認や電源喪失時等の設備・機器等の代替機能の確保に留意する。 

① 県は、モニタリングポストが被災した場合、まず県のモニタリングカーや可搬型モニタリングポ

スト等の設備・機器の移送補充により対応する。 

また、被災等によりモニタリングポストの測定結果等を得られない場合には、気象予測や放射性

物質の大気中拡散予測を参考に、モニタリングを優先すべき区域を決めることも考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 
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修正前 修正案 修正理由 

② 県は、道路の被災状況や要員の参集状況に係る情報を、原子力規制委員会（原子力緊急事態にお

いては、原子力災害対策本部）に提供する等、（追加）      モニタリング実施計画の作成に

協力する。 

③ 県は、（追加）モニタリング資機材の不足が生じた場合又は生じるおそれがある場合、国及び    

                                   原子力発電所立地道

府県に対し相互応援協定に基づき要請を行うなど、緊急時のモニタリング設備や 体制を確保する。 

 

⑶ （略） 

 

⑷ 屋内退避・避難等 

①、② （略） 

③ 屋内退避所・避難所等の運営 

ア 市は、大規模自然災害等による避難所等の被害が想定されるときは、その状況を迅速に把握し、

県本部へ連絡する。 

イ 県は、屋内退避所・避難所等の運営において、避難所等の被災により広域避難が必要となった

場合、市町村の区域を超えた対応を行う。 

ウ 市及び県は、防災関係機関と協力し、屋内退避・避難等の長期化等による物資の確保、衛生環

境の維持、愛玩動物の保護場所の確保及びこころのケア等について、対策を実施する。 

エ 市は、県と協力し、避難所等において情報を的確に住民に伝達する。 

オ 受入市町村は、避難所における混乱を避け指示の徹底を図るため、大規模自然災害等の避難所

と原子力災害の避難所は、可能な限り別々に設置する。 

 

⑸ 緊急被ばく医療 

① 県は、大規模自然災害等への対応による医師及び機器等の不足が生じた場合又は生じるおそれが

ある場合は、広域的な医師や機器等の応援により、医療体制の維持に努める。 

② 県は、複合災害時の救護所運営やスクリーニング実施に当たって、混乱が生じないよう対応する。 

③ 県は、道路や搬送手段の被災状況を勘案し、安定ヨウ素剤の配布・服用計画を作成する。 

 

⑹、⑺ （略） 

 

 

 

 

 

② 県は、道路の被災状況や要員の参集状況に係る情報を、緊急時モニタリングセンター       

              に提供する等、原子力規制委員会のモニタリング実施計画の作成に

協力する。 

③ 県は、要員やモニタリング資機材の不足が生じた場合又は生じるおそれがある場合、緊急時モニ

タリングセンター長に国の動員計画による資機材の補充を要請するとともに、原子力発電所立地道

府県に対し相互応援協定に基づく要請を行うなど、緊急時のモニタリング（削除）体制を確保する。 

 

⑶ （略） 

 

⑷ 屋内退避・避難等 

①、② （略） 

③ 屋内退避所・避難所等の運営 

ア 市は、大規模自然災害等による避難所等の被害が想定されるときは、その状況を迅速に把握し、

県本部へ連絡する。 

イ 県は、屋内退避所・避難所等の運営において、避難所等の被災により広域避難が必要となった

場合、市町村の区域を超えた対応を行う。 

ウ 市及び県は、防災関係機関と協力し、屋内退避・避難等の長期化等による物資の確保、衛生環

境の維持、家庭動物の保護場所の確保及びこころのケア等について、対策を実施する。 

エ 市は、県と協力し、避難所等において情報を的確に住民に伝達する。 

オ 受入市町村は、避難所における混乱を避け指示の徹底を図るため、大規模自然災害等の避難所

と原子力災害の避難所は、可能な限り別々に設置する。 

 

⑸ 原子力災害医療 

① 県は、大規模自然災害等への対応による医師及び機器等の不足が生じた場合又は生じるおそれが

ある場合は、広域的な医師や機器等の応援により、医療体制の維持に努める。 

② 県は、複合災害時の救護所運営やスクリーニング実施に当たって、混乱が生じないよう対応する。 

③ 県は、道路や搬送手段の被災状況を勘案し、安定ヨウ素剤の配布・服用計画を作成する。 

 

⑹、⑺ （略） 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（モ

ニタリング実

施計画は、Ｅ

ＭＣの意見を

踏まえて、国

の原子力災害

対策本部が作

成するため。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（範

囲の広い表現

の家庭動物に

記述を統一） 

県計画を踏ま

えた修正（原

災指針改正の

反映） 
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修正前 修正案 修正理由 

第第４４章章  原原子子力力災災害害中中長長期期対対策策  

 

 第１節～第 2節 （略）  

 第３節 被災者等の生活再建等の支援   

担当：情報収集・統括班 

 

１（略） 

 

２ 業務の内容 

⑴ （略） 

 

⑵ 総合的な相談窓口等の設置 

市は、国及び県と連携し、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報する

とともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとする。居住地以外の市町村に避難した被

災者に対しても、従前の居住地であった地方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力することによ

り、必要な情報や支援・サービスを提供する。 

原子力事業者は、相談窓口を設置するなど、速やかに被災者の損害賠償請求等への対応のため、必

要な体制を整備して対応する。 

なお、原子力損害が発生した場合の賠償については、原子力損害の賠償に関する法律（追加）     

     に基づき実施することとされているほか、安全協定に基づき損害を補償する。 

 

⑶、⑷ （略） 

 

 

 

 第４節 （略）  

 第５節 心身の健康相談体制の整備  

担当：福祉・医療班 

 

１ （略） 

第第４４章章  原原子子力力災災害害中中長長期期対対策策  

 

 第１節～第 2節 （略）  

 第３節 被災者等の生活再建等の支援   

担当：情報収集・統括班 

 

１（略） 

 

２ 業務の内容 

⑴ （略） 

 

⑵ 総合的な相談窓口等の設置 

市は、国及び県と連携し、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報する

とともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとする。居住地以外の市町村に避難した被

災者に対しても、従前の居住地であった地方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力することによ

り、必要な情報や支援・サービスを提供する。 

原子力事業者は、相談窓口を設置するなど、速やかに被災者の損害賠償請求等への対応のため、必

要な体制を整備して対応する。 

なお、原子力損害が発生した場合の賠償については、原子力損害の賠償に関する法律（昭和 36 年法

律第 147 号）に基づき実施することとされているほか、安全協定に基づき損害を補償する。 

 

⑶、⑷ （略） 

 

 

 

 第４節 （略）  

 第５節 心身の健康相談体制の整備  

担当：福祉・医療班 

 

１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（文

言整理） 
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修正前 修正案 修正理由 

 

２ 業務の内容 

⑴ （略） 

 

⑵ 県は、国、市町村、日本赤十字社及び県医師会とともに、不安軽減のための適切な情報を提供し、

心身の健康の保持・増進に努めるため、要配慮者にも十分配慮した、心身の健康に関する相談に応じ

るための体制を整備する。 

 

２ 業務の内容 

⑴ （略） 

 

⑵ 県は、国、市町村、日本赤十字社及び県医師会とともに、不安軽減のための適切な情報を提供し、

心身の健康の保持・増進に努めるため、要配慮者にも十分配慮した、心身の健康に関する相談及び健

康調査を行うための体制を整備する。 

 

 

 

 

 

県計画を踏ま

えた修正（防

災基本計画の

反映） 

 

 


